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1. はじめに

山地が 7割を占めるわが国では，海岸に沿った平野は貴
重な生活の場であり，その生活環境を強風や潮風，飛砂，高
潮等から守るため，先人達の多大な努力によって海岸林がつ
くられてきた18）。岩手県陸前高田市の「高田松原」や宮城県
気仙沼市の「お伊勢浜」等に見られる海岸の白い砂浜にマツ

樹林がとけ込んで形成される景観は，「白砂青松」とうたわ
れて人々の休養の場や原風景となり，さらにマツ材や落葉が
燃料や堆肥の材料として人々の営みに利用されてきた。
このように海岸林は，防災機能（防風，飛砂防止，防潮，
飛塩防止，防霧），防音機能，景観創出機能，保健休養・レ
クリエーション機能の他，生物多様性の保全機能，魚つき林
としての水産資源保全機能等の多くの機能を有している。

論 文 ORIGINAL ARTICLE

津波による海岸林の倒伏発生要因と根系を中心とした育成目標

飯塚康雄＊1）・松江正彦 2）・久保満佐子 3）・舟久保 敏 4）

1）国土交通省国土技術政策総合研究所 National Ins. for Land and Infrastruc-
ture Management, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

2）一般財団法人全国建設研修センター Japan Construction Training Center
3）島根大学生物資源科学部 Fac. of Life and Environmental Science, Shimane
Univ.

4）国土交通省都市局 City Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport
and Tourism

摘要：東日本大震災で発生した津波が襲来した海岸林のなかには，主要構成樹種であるアカマツとクロマツ（以
下，マツ類）の残存木と倒伏木が混在している地区が確認された。この海岸林を対象として，残存または倒伏し
たマツ類の各生育環境および樹木形状を調べ比較することで津波による倒伏要因を明らかにした。さらに本海岸
林で発生した規模の津波に対する減災効果の高い海岸林を再生するための樹木育成目標と，それを成立させる植
栽環境について考察した。調査の結果，津波を受けて倒伏したマツ類は，残存したマツ類より標高が低く地下水
位の浅い環境に生育し，樹高が低く幹が細い地上部と小さい根系盤を持っていた。このため本海岸林で発生した
最大浸水高 11.9 m程度の津波を想定した場合，倒伏被害に強い海岸林を構成するマツ類の根系の育成目標とし
ては，多出垂下根・二段水平根型の形態であり，根系盤体積として胸高幹周から推定する関係式（胸高幹周 120
cmの場合，根系盤体積 12 m3）を示した結果，垂下根長 1.5 m以上，水平根長 4 m以上を示した。あわせて，
この根系の成長を支える地上部の形状と植栽環境についても示した。
キーワード：東日本大震災，津波，海岸林，倒伏発生要因，樹木形状，根系

IIZUKA Yasuo, MATSUE Masahiko, KUBOMasako and FUNAKUBO Satoshi: Causes of trees in coastal for-
ests falling due to tsunami and targets for root system growth
Abstract: To clarify the causes of trees falling due to the tsunami triggered by the Great East Japan Earth-
quake, we investigated and compared the habitats and tree shapes of the pines that survived and the pines that
fell over in a coastal forest struck by the tsunami. In the results of the investigation, compared with the pines
that survived, the pines that fell over had grown in an environment that was at a lower elevation and had a shal-
lower ground water level. The trees that fell over also had a lower tree height, narrower trunk circumference
above ground and smaller root system. If we assume a tsunami with a maximum inundation height of 11.9 m, as
occurred in this coastal forest, the tree form was shown as a target tree form to be grown for pines constituting
a coastal forest that is resistant to falling damage. For the root system, in the form of multiple tap root and two-
tiered horizontal root type, relational expression (giving 12 m3 for a girth at breast height of 120 cm) estimated
from breast height trunk circumference as root system disk volume was shown, and tap root length over 1.5 m
and horizontal root length over 4 m were shown. In addition, this paper also shows the shape of the above-
ground part which supports the growth of this root system and the planting environment.
Key words: Great East Japan Earthquake, tsunami, coastal forest, causes of falling trees, tree shape, root
system
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2011年 3月 11日に発生した東日本大震災により引き起
こされた津波は，北海道，東北，関東の太平洋沿岸部に甚大
な人的・物的被害をもたらした。特に，震源地に近い岩手県
大船渡市綾里湾口では観測史上最大の 40.1 mの遡上高が記
録されるなど33），巨大な水塊が高い壁となって襲来し，防波
堤からまち全体に至る多くの社会資本や民間の建築物などを
破壊させた。また，津波の直撃を受ける位置に林立していた
海岸林は，倒伏するのみならず倒伏後に流失する樹木が多く
発生するなど壊滅的な被害を受けた2）。
しかし一方では，津波に対する海岸林の減災効果として，
津波の波力を減衰して流速やエネルギーを低下させ破壊力を
弱める機能や，漂流物の移動を阻止して二次的被害を軽減ま
たは防止する機能等が確認された2）。
海岸林の持つ歴史的・文化的意義や各種機能を今後も維持
することに加え，津波に対する減災効果を一層向上させるた
めには，津波を受けた樹木がどのような要因で倒伏したの
か，または倒伏を免れたのかを解明し，その結果を踏まえ
た，より強い海岸林の再生を図ることが重要である。被害を
受けた海岸林の再生については，これまで国土交通省13），林
野庁25），森林総合研究所29），地方公共団体1，4，31）等において再
生に関する方針や技術資料等が策定され復興事業が進められ
ている。これらにおいては，海岸林の育成目標として地上部
の形状は示されているものの，根系形状まで一体となった提
言は他の研究を含めても見当たらない。著者らは，海岸防災
林の復興対策の基礎資料とするための緊急報告11）として，海
岸林として主に植栽されたアカマツ（Pinus densiflora Sie-
bold et Zucc.）およびクロマツ（Pinus thunbergii Parl.）（以
下，マツ類と呼ぶ）の津波による被害実態調査から育成目標
となる樹木形状と植栽基盤を提案した（以下，先行報告）。
しかし，この先行報告は緊急的なとりまとめであったため，
測定データの詳細を解析した結果に基づくものではなく，さ
らに地上部の樹体を支持する重要な器官である根系の形状を
提案するまでには至っていない。
そこで本研究では，東日本大震災の津波の襲来を受けた後
に残存したマツ類と倒伏したマツ類が混在している海岸林に
着目し，根系に主眼を置いたマツ類の育成目標を提案するこ
ととした。具体的には，マツ類の被害本数が異なる隣接した
3つの林分を同じ面積になるように調査ブロックを設定し，
マツ類各個体の被害形態として残存，折損，倒伏の分類を
行ったうえで，各個体の生育環境として標高と地下水位を，
各個体の根系形状として根系の水平方向の長さ，垂直方向の
長さと根系形態を調べ，被害形態との関係を把握した。ま
た，樹高，胸高幹周，枝下高については，各植栽環境および
被害形態による樹木形状を比較し，根系がどのような地上部
を支持しているのかを調べた。さらに，この結果を基にマツ
類の津波による倒伏要因を明らかにしたうえで，津波に対す
る減災効果を持つ海岸林の再生にあたっての樹木形状の育成
目標と，それを成立させる植栽環境について考察した。

2. 調査地および調査方法

2.1 調 査 地
東日本大震災の津波によるマツ類の被害の大きさと生育環
境および樹木形状の関係を把握するため，調査地は倒伏等の
津波被害を受けている樹木と被害を受けていない樹木が混在
している海岸林のなかから，宮城県仙台市若林区井土地区に
ある「仙台自然休養林・浜辺の森（海浜地区）」内の海岸林
を選定した（図―1）。
この海岸林は，仙台市の北東部を流れ太平洋に注ぐ七北田
川の河口から南部を流れ太平洋に注ぐ名取川の河口にかけて
の海岸線沿いに位置している。ここは，江戸時代から明治時
代に運河として開削された幅 25 mの貞山堀をはさんで，幅
約 40 m～500 m，延長約 7 kmのクロマツを主とする松林
で，江戸時代に仙台藩が田畑を塩害から守るために整備され
たものとされる21）。震災発生時は，当初に植栽されたクロマ
ツ等が天然更新した後継樹が大半を占め，幼木から樹齢 200
年程度の壮齢木までが混在していた21）。なお，調査地は貞山
堀から約 40 m，汀線から約 400 mの陸側に位置している
（図―1）。
2.2 調査方法
調査は，本海岸林の目視による概観観察から津波被害が最
も小さい A，最も大きい C，中程度の Bの 3つのブロック
に分けて実施した。各ブロックの調査面積は約 60 m四方と

図―1 調査対象地と各ブロックの面積
各ブロックの面積は Aブロックが 3,743 m2，Bブ
ロックが 3,744 m2，Cブロックが 3,600 m2となる。

Fig. 1 Region investigated and surface area of each block
The area of each block was 3,743 m2 for block A,
3,744 m2 for block B and 3,600 m2 for block C.
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したが，障害物等により立ち入れない場所があったため，若
干の増減が生じた（図―1）。
調査地周辺の津波の最大浸水高については，東北地方太平
洋沖地震津波合同調査グループ33）による約 20.0 m，同地区に
隣接する海岸林を調査した山中ら36）による 7.2～9.2 mおよ
び宮城県土木部16）による 11.9 mとの複数の報告があった。
このうち，本研究では本調査地のみではなく周辺地域の最大
浸水高も報告し，本海岸林の値だけが突出せずに周辺との均
衡がとれた値となっている宮城県土木部の報告値 11.9 mの
値を本海岸林の津波の浸水高として採用した。また，地震に
より発生した地盤沈下は，国土地理院9）が実施した調査では，
海岸線に沿って最も近かった南南西方向に直線距離で 13 km
程度にある岩沼市の三等三角点で－47 cm，北東方向に直線
距離で 28 km程度にある東松島市の一等水準点で－43 cm
の変動量が確認された。さらに，宮城県公害資料17）に示され
た，調査地から北北東方向に 6 km程度にある荒浜新二丁目
における平成 24年度確認の変動量－23.8 cmを参考にする
と，本調査地でも－20～40 cm程度の変動があったと推定さ
れた。
調査は 2011年 11月から 12月までの期間に行った。詳細
な方法は以下のとおりである。
2.2.1 調査本数と被害形態の測定
各ブロックにおけるマツ類の各個体は，被害の形態により
「残存型」，「折損型」，「倒伏型」の 3つに分類した。「残存
型」は津波の襲来後，被害をほとんど受けずに立っている，
あるいは傾斜して立っている樹木，「折損型」は根系に被害
を受けていない状態で幹が折れた樹木，「倒伏型」は根系（根
系全体が付着した土壌で覆われているものの，根系が部分的
に目視できて土壌と一体となっていると確認できたものを含
む）が地面から持ち上がり根返りしている，あるいは根系が
洗掘され地面から抜けた状態で倒れている樹木とし，現地で
1本ずつ目視により確認した（図―2）。なお，樹木の生存と
枯死の区別については，調査期間内で正確に判定することが

難しいため行っていない。この他にも，根系が地面から引き
抜かれて移動しているために位置が不明な樹木や，複数が重
なって倒れたことで樹木が山積みとなり倒伏地点に踏み入る
ことができず位置を特定できない樹木があったが，これらに
ついては津波襲来前に生育していた位置が不明なため調査対
象から除外した。ブロック間での合計本数の差は，調査区域
外に積み重なって残されていた樹木が確認されたことから，
津波により倒伏した後で流出した被害本数の違いによるもの
と推察された。そのため，ブロック間での合計本数の差は津
波により倒伏した後で流失した被害本数の違いによるものと
推察された。
各ブロックの調査対象樹木の本数は，Aブロックが 113
本と最も多く，次いで Bブロックが 106本，Cブロックが
最も少ない 38本となり，調査地合計では 257本であった。
2.2.2 標高および地下水位の測定
標高は，「震災復興計画基図（国土地理院）」10）に標高値が
示されている測定点から調査地内に近接する地点を選定して
基点とし，各ブロックにおける調査対象樹木の位置の標高を
トータルステーションにより測量した。なお，倒伏型は根返
りにより生じた土壌の窪みの縁の高さを根返り前の樹木の標
高として測量し，樹木が立っていたと考えられる位置の土壌
が津波により洗堀され，津波襲来前との標高が明らかに異な
ると判断された 15本は対象から除外した。
各ブロックの地下水位は，Aブロックで 4箇所，Bブロッ
クで 8箇所，Cブロックで 8箇所について，土壌を掘削し
て地表面から地下水面までの深さを測定した。測定箇所は，
ブロック内で地下水位の変動があると予想される場所を抽出
した。具体的には，倒伏型の個体の根系の垂下根の伸長状況
から地下水位による伸長阻害の位置が認められる場所，根系
が根返りや地面から抜けたことにより窪みが生じた土壌断面
において湿潤となる深さが認められる場所などを観察した。
また，マツ類各個体が生育する場の地下水位は，根系の伸長
範囲を考慮して各個体からの水平距離が 3 m以内にある最
も近い測定箇所の地下水位の値を利用した。なお，地下水位
は地震発生時から測定までの期間内の変動を確認できていな
いことから，測定値を地震発生時の地下水位として使用した。
2.2.3 樹木形状の測定
調査対象としたマツ類各個体の根系は，ここでは水平根長
と垂下根長から示される形状を根系形状とし，水平根と垂下
根の優占度合により示される形態を根系形態として，次のと
おりに調査を行った。
根系形状については，残存型と折損型の測定には多大な掘
削作業を要することから，残存型個体のある Aおよび Bブ
ロックから平均的な地上部の形状であると考えられる個体を
各 3本抽出し，圧縮空気を利用した土壌掘削方法により，
できる限り根系を切断せずに掘り出して測定した。なお，全
てのブロックの折損型と Cブロックの残存型については，
倒伏した個体や津波後に海水が残留してできた滞水により作
業機械の進入が困難で掘削ができなかったため，根系形状を
測定できなかった。また，倒伏型は根系が地上に持ち上げら

図―2 樹木の被害形態
Fig. 2 Form of tree damage
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れ露出しているものを測定対象とし，他の個体と重なり合い
測定困難な個体は対象から除いたうえで，根系の水平方向の
幅（直交する 2方向の平均値とし，根系が部分的に土壌に
埋没している場合は測定可能な半径の平均値を 2倍した値）
と垂直方向の深さについて巻尺を用いて測定した（図―3）。
そのため，残存型の 6本を含めて，測定できた本数は 81本
（Aブロック：27本，Bブロック：38本，Cブロック：16
本）となった。
根系形態については，根系の伸長特性を目視により把握し
て分類を行った。分類は，苅住7）が示しているマツ類の一般
的な特性である大径（2.0～5.0 cm）の垂下根型を基本とし
て，中径（0.5～2.0 cm）で複数の垂下根と水平根が発達し

ており，さらに垂下根の下部で水平方向に根系が伸長してい
る「多出垂下根・二段水平根型」，1～2本の太い垂下根と水
平根が発達している「垂下根・水平根型」，垂下根が全くな
く，水平根のみ発達している「水平根型」，中径で複数の垂
下根が発達しており，水平根はあまり発達していない「多出
垂下根型」の 4タイプに分類した（図―4）。
地上部の形状は，樹高，胸高幹周（高さ 1.2 m），枝下高
を超音波樹高測定器（Vertex IV）と巻尺を用いて測定した。
調査対象木のなかには樹体が津波により損傷して先端が折れ
た個体があり，この樹高の値は集計から除いた。また，枝下
高は津波により枝が折れたと判定できる痕跡が明確である場
合は痕跡までの高さを測定したが，倒伏した複数の樹体が重
なり合っている個体は測定できなかったため除いた。そのた
め，測定できた本数は全ブロックの合計 257本（Aブロッ
ク：113本，Bブロック：106本，Cブロック：38本）に対
して，胸高幹周は全て測定できたが，樹高は 167本（Aブ
ロック：89本，Bブロック：60本，Cブロック：18本），
枝下高は 208本（Aブロック：103本，Bブロック：75本，
Cブロック：30本）となった。
2.2.4 解析方法
マツ類の被害形態と樹木形状の関係を把握するため，樹木
の成長の特性を表す指標として，樹冠長率と形状比を算出し
た29）。樹冠長率は樹高から枝下高を差し引いて算出した樹冠
長を樹高で除すことにより算出し，形状比は樹高を胸高幹周
から換算した胸高直径で除すことにより算出した。対象とし

図―3 根系の測定部位
Fig. 3 Parts measured on root system

図―4 マツ類の根系形態
Fig. 4 Form of root system on pines
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た個体は，樹高と枝下高が測定できた個体である。また，根
系の大きさを表す根系盤は，測定時に根域の中心が最も深い
すり鉢状であることが観察されたため，水平根長と垂下根長
を利用して近似できる球欠状（球を一つの平面で切った立体）
として体積を算出した（図―5）。ただし，残存型の 2本につ
いては明らかに円柱状と認められる根系盤があり，これらに
ついては円柱状の体積として算出した。なお，ここでの根系
盤とは，根系が土壌を緊縛して一体となった固まりを呼ぶこ
ととし，土壌が脱落して根系のみの場合も一体の塊と判断で
きる場合は脱落した土壌があると想定した。
生育環境（標高，地下水位）と樹木形状（樹高，胸高幹周，
枝下高，樹冠長，樹冠長率，形状比，水平根長，垂下根長，
根系盤体積）におけるブロック間と樹木の被害形態間での有
意差は Holmの方法により有意水準を調整した t検定により
比較し，解析は統計ソフト R（Ver. 3.5.2）24）を使用した。た
だし，根系形態別の根系形状については，個体数が少ないも
のがあったため検定は行わず，形状の大小による傾向を把握

した。

3. 結 果

3.1 被害本数と被害形態
各ブロックにおける被害形態別のマツ類の本数を図―6に
示す。Aブロックでは残存型が 65本と最も多く，次いで倒
伏型が 42本，折損型が 6本となった。Bブロックでは倒伏
型が 50本と最も多く，次いで残存型が 42本，折損型が 14
本となった。Cブロックでは倒伏型が 24本，折損型が 13
本，残存型が 1本となった。
3.2 標高および地下水位
各ブロックの標高および地下水位を表―1に示す。標高は，
全ブロックでは平均 1.0 mであったが，残存木が多い Aブ
ロックは平均 1.3 mであり，Bブロックと Cブロックの各
平均 0.8 mより有意に高かった（P＜0.01）。
3.3 被害形態と樹木形状
被害形態と樹木形状の関係を把握するため，根系伸長に影
響すると予想される地下水位の違い，津波波力が異なると予
想される標高に着目し，平均 1.3 mの Aブロックと平均 0.8
mの B・Cブロックに 2分割し，樹木の被害形態と樹木形
状を以下に示すように比較した（表―2）。
3.3.1 Aブロック
根系形状を比較すると，水平根長は残存型が平均 5.3 mと
倒伏型の平均 2.7 mより有意に大きかった（P＜0.01）。垂下
根長は残存型が平均 1.3 m，倒伏型が平均 1.1 mと有意差は
みられなかったが，根系盤体積は残存型が平均 21.2 m3と最
も大きく倒伏型の平均 4.3 m3より有意に大きかった（P＜
0.01）。
地上部の樹木形状を比較すると，樹高は残存型が平均
21.3 mであり，折損型の平均 18.2 mおよび倒伏型の平均
17.3 mより有意に高かった（それぞれ，P＜0.05，P＜0.01）。
胸高幹周は残存型が平均 120.2 cmであり，折損型の平均
90.2 cmおよび倒伏型の平均 99.9 cmより有意に大きかった
（それぞれ，P＜0.05，P＜0.01）。枝下高は残存型が平均 9.7
m，折損型が平均 9.5 mとなり，倒伏型の平均 7.7 mより 2
m程度高かったが有意差はなかった。樹冠長は，残存型が
平均 11.6 mであり，折損型の平均 7.7 mおよび倒伏型の平
均 8.5 mより有意に大きかった（それぞれ，各 P＜0.05，P＜
0.01）。樹冠長率は残存型が平均 54.0％，折損型が平均 42.5
％，倒伏型が平均 48.9％となった。形状比は残存型が平均
57.9であり，折損型の平均 76.8より有意に小さく（P＜
0.05），倒伏型も平均 65.2と残存型よりも大きかったが，有
意差はなかった。
3.3.2 B・Cブロック
根系形状を比較すると，水平根長は残存型が平均 5.4 mで
あり倒伏型の平均 2.4 mより有意に大きかった（P＜0.01）。
垂下根長は残存型と倒伏型が平均 0.8 mと同程度であった
が，根系盤体積は残存型が平均 9.8 m3であり倒伏型の平均
2.4 m3より有意に大きかった（P＜0.01）。
地上部の形状を比較すると，樹高は残存型が平均 19.9 m

図―5 マツ類の根系盤
Fig. 5 Root plate on pines

図―6 被害形態別の被害本数
Fig. 6 Number of trees damaged per damage form

表―1 各ブロックの標高および地下水位
Table 1 Elevation and ground water level of each block

Aブロック Bブロック Cブロック 合 計

標高（m） 1.3±0.4a 0.8±0.2b 0.8±0.1b 1.0±0.4
調査本数 105 106 31 242
地下水位（cm） 112.0±28.0a 44.6±9.7b 63.9±19.9b 65.8±30.7
調査個所数 4 8 8 20

標高と地下水位の値は平均値±標準偏差，各項目の異なるアル
ファベット間は有意差があることを表す。
The elevation and ground water level values are the average
value±tandard deviation and the different letters for each item
indicate that there was a significant difference between them.
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であり，折損型の平均 17.5 mおよび倒伏型の平均 16.6 m
より有意に高かった（それぞれ，P＜0.05，P＜0.01）。胸高
幹周は残存型が平均 108.1 cmであり，折損型の平均 79.0
cmおよび倒伏型の平均 79.9 cmより有意に太かった（P＜
0.01）。枝下高は残存型と折損型で平均 10.1 m，倒伏型で平
均 9.3 mで有意差はなかった。樹冠長は残存型が平均 9.8 m
であり，折損型の平均 5.3 mおよび倒伏型の平均 7.8 mより
有意に長く（P＜0.01），倒伏型も折損型より有意に長かった
（P＜0.05）。樹冠長率は残存型が平均 49.3％，倒伏型が平均
44.6％であり，折損型の平均 30.6％より有意に大きかった
（P＜0.01）。形状比は残存型が平均 60.7であり，折損型の
平均 81.2および倒伏型の平均 70.2より有意に小さかった
（それぞれ，P＜0.01，P＜0.05）。
3.3.3 ブロック間の比較
Aブロックと B・Cブロックの根系の各形状の合計の値を
比較すると，Aブロックの垂下根長，根系盤体積が B・Cブ
ロックよりも有意に大きかった（P＜0.01）。地上部の各形状
の合計の値では，Aブロックの樹高，胸高幹周，樹冠長，樹
冠長率で B・Cブロックよりも有意に大きく（P＜0.01），形
状比は有意に小さかった（P＜0.05）。
また，樹木の被害形態毎に Aブロックと B・Cブロック
の樹木形状を比較すると，残存型において Aブロックの垂

下根長，樹高，樹冠長が B・Cブロックよりも有意に大きく
（P＜0.01），胸高幹周と樹冠長率も有意に大きかった（P＜
0.05）。折損型はいずれの項目もブロック間での差はなかっ
た。倒伏型では垂下根長，根系盤体積，胸高幹周で Aブ
ロックが有意に大きく（P＜0.01），枝下高も有意に高かった
（P＜0.05）。
3.4 標高と地下水位および垂下根長の関係
地下水位の測定位置が樹木位置と離れていたために標高が
測定できなかった個体を除いて，標高と地下水位の関係を調
べた結果（n＝16）（表―3，図―7），両者には強い正の相関（r＝
0.85）が確認された。また，地下水位は Aブロックが B・C
ブロックより有意に深かった（P＜0.01）。
上記データのうち垂下根長のデータが得られた個体（n＝
11）から標高と垂下根長の関係を調べた結果でも（表―3，図―
7），両者には強い正の相関（r＝0.87）が確認され，垂下根
長は Aブロックが B・Cブロックより有意に長かった（P＜
0.01）。なお，垂下根長を地下水位と比較すると，Aブロッ
クで 14.7 cm，B・Cブロックで 27.3 cm長くなったが，こ
の原因は地震による地盤沈下の影響が考えられた。
3.5 根系形態
3.5.1 根系形態別の樹木本数と樹木形状
残存型 6本と倒伏型 75本について 4分類した根系形態別

表―2 ブロック毎の被害形態別の樹木形状
Table 2 Tree shape for each form of damage in each block

Aブロック（3,743 m2） B・Cブロック（B：3,474 m2，C：3,600 m2）

残存型 折損型 倒伏型 合計 残存型 折損型 倒伏型 合計

調査本数 65 6 42 113 43 27 74 144

根系
水平根長（m） 5.3±2.1a ― 2.7±0.9b 3.0±1.3 5.4±0.9a ― 2.4±0.9b 2.6±1.1
調査本数 3 ― 24 27 3 ― 51 54
垂下根長（m） 1.3±0.1a ― 1.1±0.4a 1.1±0.4 0.8±0.1a ― 0.8±0.3a 0.8±0.3
調査本数 3 ― 24 27 3 ― 51 54
根系盤体積（m3） 21.2±9.1a ― 4.3±3.8b 6.2±7.0 9.8±4.9a ― 2.4±2.0b 2.9±2.8
調査本数 3 ― 24 27 3 ― 51 54

地上部
樹高（m） 21.3±2.3a 18.2±1.3b 17.3±2.5b 20.2±2.9 19.9±1.7a 17.5±1.9b 16.6±3.7b 16.6±3.7
調査本数 64 4 21 89 42 8 28 28
胸高幹周（cm） 120.2±25.2a 90.2±23.9b 99.9±30.3b 111.1±29.0 108.1±24.2a 79.0±15.5b 79.9±26.5b 79.9±26.5
調査本数 65 6 42 113 43 27 74 74
枝下高（m） 9.7±2.6a 9.5±1.9a 7.7±3.0a 9.1±2.8 10.1±2.4a 10.1±3.0a 9.3±2.7a 9.3±2.7
調査本数 65 6 32 103 43 18 44 44
樹冠長（m） 11.6±2.8a 7.7±0.2b 8.5±2.7b 10.7±3.1 9.8±2.3a 5.3±2.7c 7.8±3.3b 7.8±3.3
調査本数 64 4 21 89 42 8 27 27
樹冠長率（％） 54.0±11.4a 42.5±3.0a 48.9±14.1a 52.3±12.2 49.3±11.0a 30.6±15.0b 44.6±15.4a 44.6±15.4
調査本数 64 4 21 89 42 8 27 27
形状比 57.9±11.4b 76.8±26.1a 65.2±18.7a,b 60.5±14.8 60.7±15.3b 81.2±19.9a 70.2±18.8a 70.2±18.8
調査本数 64 4 21 89 42 8 28 28

各項目の値は平均値±標準偏差を表し，各項目の異なるアルファベット間はブロック毎の被害形態により比較し有意差があること
を表す。
The values of each item indicate the average value±standard deviation and the different letters for each item indicate that there was
a significant difference when comparing the form of damage for each block.
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の本数と樹木形状を表―4に示す。全ブロックでみると，残
存型では，「多出垂下根・二段水平根型」が 3本，「垂下根・
水平根型」が 2本，「水平根型」が 1本確認された。倒伏型

では，「多出垂下根・二段水平根型」が 1本，「垂下根・水
平根型」が 19本，「水平根型」が 52本，「多出垂下根型」
が 3本確認された。倒伏型で最も多かった「水平根型」は，
各ブロックのなかで最も多い根系形態となっていた。
個体数が少ない根系形態があるため検定による有意差は示
すことができないものの（表―4），根系形態別の根系形状を
比較すると，水平根長は残存型と倒伏型ともに垂下根・水平
根型が最も長かったが，残存型の 5.8 mが倒伏型の 2.8 mに
比べて約 2倍大きかった。多出垂下根・二段水平根型と水
平根型においても， 残存型が倒伏型より約 2倍大きかった。
なお，倒伏型では多出垂下根・二段水平根型と垂下根・水平
根型が 2.8 mの同じ長さであった。垂下根長では，多出垂下
根・二段水平根型が残存型と倒伏型ともに最も長かったが，
残存型と倒伏型を比較すると倒伏型のほうが 2.1 mと残存型
の 1.3 mに比べて深かった。垂下根長は，残存型と倒伏型の
各根系形態で大きな差はみられなかった。根系盤体積は，多
出垂下根・二段水平根型が残存型と倒伏型ともに最大であっ
たが，残存型の 21.2 m3が倒伏型の 11.1 m3の約 2倍大き
かった。他の根系形態においても残存型が倒伏型の根系盤体
積より 2倍程度大きかった。
3.5.2 標高と根系盤体積の関係
標高と根系盤体積のデータが得られた個体（n＝74）につ
いて，根系形態別に標高と根系盤体積の関係を図―8に示す。
根系形態別にみると，多出垂下根・二段水平根型は標高が高
い場所で大きな根系盤体積を有し残存していた。しかし，垂
下根・水平根型および水平根型は標高 1 m未満の場所で同
じ根系型のなかで比較的大きい根系盤体積を有した個体が残
存していたものの，標高 1 m以上の高い場所において残存し
た個体は確認されず，倒伏した個体でも根系盤体積が大きく
なる傾向も見られなかった。多出垂下根型は倒伏した個体の
みが確認され，標高 1 m程度でも根系盤体積は小さかった。

4. 考 察

4.1 生育環境および樹木形状と津波被害の関係
調査地の海岸林を 3つのブロックに区分して生育環境お

表―3 各ブロックの標高と地下水位および垂下根長の関係
Table 3 Relationship between the elevation and ground water

level of each block and the tap root length

Aブロック B・Cブロック 合 計

標高と地下水位の測定個体
標高（m） 1.4±0.16a 0.8±0.16b 0.9±0.32
地下水位（cm） 112.0±28.0a 54.6±17.5b 68.9±32.3
調査本数 4 12 16

標高と垂下根長の測定個体
標高（m） 1.4±0.19a 0.8±0.16b 0.9±0.35
垂下根長（cm） 126.7±5.8a 81.9±14.4b 94.1±24.3
調査本数 3 8 11

標高と地下水位および垂下根長の値は平均値±標準偏差，各項
目の異なるアルファベット間は有意差があることを表す。
The elevation, ground water level and tap root length values are
the average value±standard deviation and the different letters
for each item indicate that there was a significant difference be-
tween them.

図―7 地下水位および垂下根長と標高の関係
Fig. 7 Relationship between ground water level and tap

root length and elevation

表―4 被害形態別の樹木形状
Table 4 Tree shape for each form of damage in each block

残 存 型 倒 伏 型

多出垂下根・
二段水平根型

垂下根・
水平根型 水平根型 合 計 多出垂下根・

二段水平根型
垂下根・
水平根型 水平根型 多出垂

下根型 合 計

根系
水平根長（m） 5.3±2.1 5.8±1.1 4.8 5.3±1.5 2.8 2.8±1.0 2.4±0.9 1.9±0.4 2.5±0.9
調査本数 3 2 1 6 1 19 52 3 75
垂下根長（m） 1.3±0.1 0.9±0.1 0.7 1.0±0.3 2.1 1.1±0.4 0.7±0.3 1.2±0.2 0.8±0.4
調査本数 3 2 1 6 1 19 52 3 75
根系盤体積 （m3） 21.2±9.1 11.7±5.1 5.9 15.5±9.1 11.1 4.9±3.7 2.2±1.9 2.7±1.3 3.1±2.8
調査本数 3 2 1 6 1 19 52 3 75

各項目の値は平均値±標準偏差を表す。
The values of each item indicate the average value±standard deviation.
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よび樹木形状と津波被害の関係を調べた結果，標高が高く地
下水位の深い Aブロックでは，標高が低く地下水位の浅い
Bブロックおよび Cブロックに比べてマツ類の被害本数が
少なかった（表―1，図―6）。
同時期に同様の植栽方法で整備されたと考えられる本海岸
林において，各ブロックでマツ類の津波被害の程度が異なっ
た第一の要因としては，生育地の標高の違いが挙げられる。
標高が高くなるに従って樹木が浸水する高さも低くなること
で樹体が受ける津波の波力が低減するため，標高が高かった
Aブロックでの被害が B・Cブロックに比較して小さかった
と推察される。浸水高と樹木の被害率の関係については，国
土交通省の報告14）において，過去の津波被害から浸水高が高
くなるにつれて津波による幹折や倒伏といった樹木が受ける
被害の割合が高くなることがまとめられている。
第二の要因としては，樹体が大きいほど津波に対する倒伏
抵抗力（根返り回転モーメント）が増加するため22），樹体の
成長を促す根系の成長に関わる植栽基盤に違いがみられたこ
とが挙げられる。即ち，Aブロックは標高が高いため地下水
位の根系伸長阻害の影響を受けにくい植栽基盤であったこと
が，樹体を大きく成長させることにつながったと考えられる
（図―7）。特に，地上部を支える根系の垂下根の長さは，全
域で標高との強い正の相関があることから，標高が高い A
ブロックが B・Cブロックに比べて根系の伸長が大きかった
ことを示唆している（図―7）。
各被害形態の根系および地上部の樹木形状を Aブロック
および B・Cブロックで比較すると，津波波力が小さかった
と考えられる Aブロックは樹体が大きく成長していたが
（表―2），これは B・Cブロックよりも標高が高かったこと
が原因として考えられる。また，ブロック毎の樹木形状を被
害形態別に比較すると，地上部の形状は全ブロックで残存型
の樹高と胸高幹周が折損型と倒伏型に比較して大きかった
（表―2）。枝下高は，Aブロックで残存型と折損型が倒伏型
よりも高かった。樹冠長は，全ブロックで残存型が折損型と

倒伏型よりも長く，樹冠長率も B・Cブロックで残存型が折
損型と倒伏型より大きかった。形状比は，全ブロックで残存
型が折損型と倒伏型よりも小さかった。以上の結果から，い
ずれのブロックにおいても地上部の形状と根系形状を大きく
成長させることができた残存型の 108個体は，津波被害に対
する抵抗力を高めることが可能となっていたと考えられる。
4.2 海岸林の育成目標
海岸林の育成目標の適用範囲は，内閣府中央防災会議「東
北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専
門調査会」19）で示されたレベル 1（発生頻度は数十年から百
数十年の頻度で津波水位は低いものの大きな被害をもたらす
津波）を基本としながらも，レベル 2（発生頻度は極めて低
いものの，発生すれば甚大な被害をもたらす津波）において
も多重防御の一つとして減災に寄与できる，全国範囲での想
定とした。
4.2.1 根系形態と根系形状および植栽基盤
海岸林のマツ類の根系の育成目標となる根系形態と根系形
状は，以下のように示すことができる。
根系形態は，環境要因によって水平根と垂下根が各々に優
占しながら伸長した根系の特性を表す 4タイプが確認され，
倒伏しなかった残存型（調査本数 6本）は「多出垂下根・
二段水平根型」の 3本，「垂下根・水平根型」の 2本，「水
平根型」の 1本であった（表―4）。倒伏しなかった 3タイプ
の根系形態は，いずれも水平根が発達しているものの垂下根
は海岸林が低い標高にあることで地下水位が高くなる影響を
受けやすかった（図―7）。このことを考慮すると，根系形態
としては垂下根とともに水平根も発達することが重要であ
り，苅住7）が示しているマツ類の一般的な特性である 1～2
本の太い垂下根に加えて，水平根も発達した「多出垂下根・
二段水平根型」と「垂下根・水平根型」が望ましいと考えら
れる。
この 2タイプのうち「垂下根・水平根型」は，植栽地の土壌
に地下水等の根系伸長阻害を受けない場合の一般的な特性で
あり，「多出垂下根・二段水平根型」は元来「垂下根・水平
根型」の垂下根が地下水により伸長阻害を受けたために代替
となる垂下根が多数発生し，さらに水平根を固定することを
苅住7）が報告している。本調査においても，掘削した垂下根
の先端部が地下水に浸水し，通気不良などにより枯死した部
分（10～20 cm程度の範囲）の上部から多数の垂下根が確認
された。これにより根系盤が円柱形状となり，垂下根が伸長
している周辺の土壌を広範囲に緊縛することで，根系盤体積
が最も大きくなった（図―8）と考えられる。また，「垂下根・
水平根型」で残存した個体は標高 1 m程度の場所にあった
が，それ以上の標高では残存した個体が確認されなかったこ
とから，本調査地の標高が高い場所では地上部の良好な成長
に支えられながら「垂下根・水平根型」であった根系形態か
ら「多出垂下根・二段水平根型」に発達したことが考えられ
る。そのため，マツ類は海浜砂地でも垂下根が深さ 10 m以
上に達することが観察され7），地下水位の影響による伸長阻
害を避けられないことを考慮すると，海岸林の目標とする根

図―8 根系形態別の標高と根系盤体積の関係
Fig. 8 Relationship between elevation and root system vol-

ume of root system
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系形態は「多出垂下根・二段水平根型」が望ましい。
しかし，海岸林の生育環境により「多出垂下根・二段水平
根型」に発達しない「垂下根・水平根型」もあると考えられ
るため，「垂下根・水平根型」においても倒伏しにくい根系
盤体積を確保することが重要となる。根系形状は，調査項目
の中で根系盤の水平根長と体積で残存型と倒伏型に有意差が
認められたものの，垂下根長では差が見られなかった（表―
2）。本調査地の Aブロックでの垂下根長は，根の先端部が
地下水への浸水により枯死した上部で新たに発根したことか
ら推測すると，地下水位より下への伸長が制限される影響を
受けながら（図―7），残存型で平均 1.3 m，倒伏型で平均 1.1
mになったと考えられる。菊池ら8）が宮城県岩沼市の海岸林
で行った調査報告においても残存立木の垂下根長は 1.5～2.2
m，根返り木の垂下根長は 0.8～0.9 mで地下水位がほぼ一
致したとあるように，海岸林では垂下根の伸長が地下水位に
影響されることが多いと予想される。なお，本結果では残存
型の調査対象本数が 6本と少なかったことにあわせて，垂
下根が地下水位の影響を受けていたことや，根系形態の 3
タイプで残存型と倒伏型の両方が区別なく確認された。その
ため，根系形状の育成目標を示すにあたっては，垂下根の伸
長が阻害された場合には根系盤体積との相関が強い（r＝
0.85）水平根の伸長（図―9）により倒伏に強い根系盤となる
よう補完することが必要と考える。水平根の伸長を促進する
には，本調査結果で水平根長が胸高幹周と正の相関（r＝
0.70）が確認されたように（図―10），根系の成長にとっては
地上部からの同化産物の供給が不可欠であることから，地上
部の成長を良好に維持することが重要となる。また，水平根
長と樹冠長率の関係においても，水平根長と樹冠長率の間に
は強い正の相関（r＝0.77）が確認されており（図―10），樹
冠長の確保が水平根長の伸長に重要であることを示唆してい
る。なお，根系圏（水平根長の伸長範囲）の面積が立木密度
によっても影響されることを苅住7）が報告し，さらに立木密
度は樹冠長との関係が強いことを踏まえた海岸林造成におけ
る密度管理の方針を森林総合研究所29）がとりまとめている。
以上のように，垂下根長と水平根長の育成目標は植栽環境
に応じて設定できると考え，根系形態を考慮しつつ根系盤体
積に着目して，根系盤体積と地上部の形状（胸高幹周）の関
係を図―11に示す。胸高幹周に対する根系盤体積は，倒伏型
と残存型で比較すると値に差があり，残存型の根系盤体積が
倒伏型に比較して大きい傾向が認められたものの，両形態が
混在している範囲も確認された。そのため，倒伏型の値で胸
高幹周が小さい個体から大きい個体までを含む範囲から抽出
した体積が大きい 8データを基に，倒伏の可能性が高い根系
盤体積の閾値を示すための回帰式を作成し，育成目標となる
最低限の根系盤体積と胸高幹周の関係式として以下を示す。

y＝9.843 ln（x）＋9.638 （1）

ここで，yは育成目標となる根系盤体積（単位m3），xは
胸高幹周（単位m）である。
例として胸高幹周を 120 cmとした場合，根系盤体積は約

12 m3以上となり，球欠状の根系盤では水平根長 4 m以上，
垂下根長 1.5 m以上と設定できる。
植栽基盤の厚さは，上記の垂下根長 1.5 mの深さに，植栽
基盤の底部に水が滞水しないように確保する排水層の厚さを
加えるととともに，地下水位の影響を受けないことが重要と
考えられる。植栽基盤が盛土構造となることも踏まえると，
地山から盛土への水の浸透防止機能を確保するための基盤排
水層として，排水層の厚さは道路土工－盛土工指針20）に示さ
れている 50 cm以上とすることが望ましいと考えた。これ
により，植栽基盤の厚さは 2 m以上が整備目標となる。東
日本大震災の津波により被害を受けた海岸林を調査したこれ
までの報告からの指摘では，植栽基盤の厚さとして本結果と
同等の値が示され，植栽基盤を盛土で整備することが津波に
対して樹木の流失被害を軽減させる効果があること26），根返
りを起こしにくいと考えられる植栽基盤の盛土の最低限の高
さが 1.5 m必要（地下水の深さも最低 1.5 m必要）35）もしくは
2 m以上必要であること32），また標高については，浸水高 10

図―9 垂下根・水平根型の根系盤体積と水平根長の関係
Fig. 9 Relationship between root system volume and hori-

zontal root length of the tap root and horizontal root
type

図―10 垂下根・水平根型の胸高幹周および樹冠長率と水
平根長の関係

Fig. 10 Relationship between girth at breast height and
crown length ratio and horizontal root length of
the tap root and horizontal root type
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m以上では海岸林の海側の林縁の標高が 2 m以上であるこ
とが樹木の流失を防ぐために最低でも必要とされる27）。
4.2.2 地上部の形状
マツ類が優占する海岸林の育成目標としては，樹木が受け
た津波波力が大きかったと考えられる B・Cブロックにおい
て残存できた樹木形状を下限レベルの目安とできる。ただ
し，生育環境を良好に整備することにより，Aブロックの樹
木形状のように樹高や胸高幹周等の樹木形状の成長が期待で
きることも考慮して，より津波抵抗力の高い育成目標レベル
を設定する必要があると考える。そのため，前述した被害形
態別の残存型に関する樹木形状（樹高，胸高幹周，形状比，
枝下高，樹冠長，樹冠長率）の平均値に，図―12に示した全
ブロックを対象とした樹木形状の大きさの階層別における各
被害形態の本数の割合を踏まえ，育成目標を以下のように設
定した。
樹高は，残存したマツ類の平均値が Aブロックで 21.3 m，
B・Cブロックで 19.9 mと差があったものの（表―2），20 m
以上の個体の 9割以上が残存型であったことから（図―12），
育成目標を 20 m以上とした。森林保全・管理技術研究会28）

は，石巻市長浜の海側に防潮堤のあるアカマツ・クロマツを
主体とした海岸林において，浸水高 5.5 m程度の津波16）を受
けて生残（無被害）した樹木の平均樹高が 15.3 mであるこ
とに対して根返りした樹木の平均樹高が 12.3 mであったこ

とを報告しており，本調査地での浸水高が 11.9 mであるこ
とを踏まえると樹高 20 m以上は適正な目標値であると考え
られる。また，海岸林の海側における防潮堤の設置が浸水高
を低くして波力を弱める役割を果たすことから12），防潮堤の
有無に応じて目標樹高を変更することも考慮しておく必要が
ある。
胸高幹周は，残存したマツ類の平均値が Aブロックで
120.2 cm，B・Cブロックで 108.1 cmと差があったが（表―
2），120 cm以上の個体の 8割弱が残存型であったことから
（図―12），育成目標を 120 cm以上とした。なお，残存型の
水平根長はほとんどが 4.8 m以上であったが（表―4），この
長さを確保した個体の胸高幹周も 120 cm以上であった（図―
10）。既存文献では，首藤30）が明治 29年および昭和 8年の三
陸大津波，昭和 21年の南海地震津波，昭和 35年チリ津波，
昭和 58年日本海中部地震津波時の 43箇所の調査結果から
樹木の胸高直径（d：cm）が 10 cm以上の場合 d＜0.1 H3（H
は浸水高m）で倒木すると述べている。これをもとに今回
の浸水高を 11.9 mとして算出すると，胸高直径 169 cm（胸
高幹周：約 530 cm）以上が倒伏しない条件となるが，首藤
の調査対象樹木の多くは胸高直径 10 cm前後と小さかった
ことから，本調査地の調査対象木（平均胸高直径：31 cm）
の大径木には適用が難しいと考えられた。同じ東日本大震災
の津波を対象にした研究では，松富ら15）はクロマツの胸高直

図―11 根系盤体積と胸高幹周の関係
「倒伏可能性が高い根系盤体積の閾値」を示す回帰式を求めるために利用したデータは，倒伏型のなかから胸高幹
周が小さい個体から大きい個体までを含む範囲の体積が大きい 8データを抽出した。

Fig. 11 Relationship between root system volume and girth at breast height
For the data used to find the regression formula indicating the“Threshold value for root system volume that has a
high chance of falling down,”of the trees of the fallen type, the eight largest values were selected from the volume
data in the range including from trees with small diameter at breast height to trees with large girth at breast
height.
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径が 40 cm（胸高幹周：約 125 cm）の場合に，根返り，抜
根，折損の被害を受けたものと持ち堪えた立木が入り交じっ
た遷移領域ではあるものの浸水高 10 m程度まで持ち堪えた
個体があるという調査結果を示しており，本結果に近い傾向
となっている。また，伊藤ら3）は，大津波（浸水高 5～13 m）
の浸水後に倒れることなく生育していた樹木の胸高直径は
35 cm以上（胸高幹周：110 cm以上），樹齢 51年以上であっ
たことを，湯本ら37）は推定高 10～12 mの津波でクロマツの
胸高直径 40 cm以上（胸高幹周：126 cm以上）の個体のほ
とんどが折損，根返り，傾斜の被害を免れたことを示してお
り，胸高幹周 120 cm以上は適正な目標値であると考えられ
る。なお，昭和 9年 9月に高知，徳島，大阪，和歌山の各
府県を襲った高潮についての報告23）では，高潮の被害が最も
少なかったクロマツの直径は 30～60 cmであり，大径木ほ
ど波力に対して耐性があるものの，幹内部に枯れた部分や枝
の一部を巻き込んでいる個体はその部分から腐朽しているこ
とがあることも考慮し，老齢化すると必ずしも大径木が波力
に対して耐性が高いとは限らないとして，健全な海岸林を育
成するために老齢化したマツ類の更新が必要としている。
形状比は，残存したマツ類の平均値が Aブロックで 57.9，
B・Cブロックで 60.7となり（表―2），60以上 70未満の個
体の 8割が残存型であったことから（図―12），育成目標を 70
以下とした。金内ら5）は，山形県遊佐町の同程度の樹齢の海
岸クロマツ林において，クロマツの材積は形状比が高くなる
につれて小さくなること，さらに 70以上になると横ばい傾
向になることを報告しており，肥大成長を促進して樹幹の太

い樹形をつくるためには低い形状比で育成することが必要で
あるとしている。また，冠雪害を受けた秋田県本荘市の海岸
クロマツ林を調査した報告6）では，幹折れ等の致命的な被害
は形状比 80～100で集団的に発生し，形状比 70以下では先
折れ等の軽微な被害にとどまったことから，海岸林を健全な
状態で維持していくためには形状比 70以下で管理すること
が必要であるとしており，形状比 70以下は適正な目標値で
あると考えられる。
枝下高は，樹木の被害形態による有意差は認められなかっ
たが，樹冠長と樹冠長率は B・Cブロックのみであるが被害
形態による差が認められたことから（表―2），樹冠長と樹冠
長率の育成目標を以下のように設定した。樹冠長は，残存し
たマツ類の平均値が Aブロックで 11.6 m，B・Cブロック
で 9.8 mと差があったが（表―2），11 m以上の個体の約 9割
が残存型であったことから（図―12），育成目標を 11 m以上
とした。樹冠長率は，残存したマツ類の平均値が Aブロッ
クで 54.0％，B・Cブロックで 49.3％となり（表―2），50％
以上の個体の 8割弱が残存型であったことから（図―12），
育成目標を 50％以上とした。なお，残存型の水平根長は
4.8 m以上であったが（表―4），この長さを確保した個体の
樹冠長率も 50％以上であった（図―10）。上野ら34）は，山形
県遊佐町の海岸クロマツ林で樹幹の肥大成長を推定した結果
から，肥大成長を促す形状比 60を確保するためには樹冠長
率 50％程度を確保する必要があるとしており，肥大成長を
促進するためには樹冠長率 50％以上は適正な目標値である
と考えられる。

図―12 樹木形状の各項目における被害形態別の樹木本数の割合
棒グラフの中の値は本数を表す。

Fig. 12 Proportion of number of trees per damage form in each item of tree shape
The values in the center of the bar graph show the number of trees.
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5. ま と め

東日本大震災で発生した津波で被害を受けた海岸林に着目
し，残存したマツ類と折損および倒伏したマツ類の生育環境
および樹木形状を比較することにより，津波の最大浸水高
11.9 mを想定した場合の樹木個体における倒伏要因を明ら
かにした。
樹木個体の倒伏要因としては，地下水位が高い地盤などの
生育環境の影響を受けて，垂下根の伸長が抑制され水平根を
広く伸長できなかったため根系盤体積が小さく倒伏しやす
かったことが考えられた。また，根系伸長が抑制されたこと
により，地上部の成長が不良となり，樹高が 20 m未満，胸
高幹周が 120 cm未満と小さな樹木形状となるとともに形状
比が 70以上と細長い樹幹となったことが倒伏しやすい要因
になったと考えられた。
この倒伏要因を受けて，マツ類が優占する海岸林の育成目
標樹形となる根系形態と根系形状を以下のとおり提示する。
①根系形態
多出垂下根・二段水平根型
②根系形状
根系盤体積（胸高幹周との関係式）（m3）

y＝9.843 ln（x）＋9.638 （1）

ここで，yは育成目標となる根系盤体積（単位m3），x
は胸高幹周（単位m）である。
垂下根長：1.5 m以上
水平根長：4.0 m以上
上記の根系の伸長を確保するための地上部の形状と植栽環
境は，以下のとおりとした。
③地上部の形状
樹高：20 m以上
胸高幹周：120 cm以上
形状比：70以下
樹冠長率（樹冠長）：50％以上（樹高 20 mのとき，11

m以上）
④植栽環境
植栽基盤の土層厚：2 m以上
地下水の影響を受けずに根系伸長を確保できること
盛土を行う場合は盛土本体の流出防止を考慮すること

なお，ここで示した目標樹形は倒伏しにくいマツ類の樹木
形状における観点からであり，実際の海岸林整備にあたって
は植栽時の苗木の品質・規格や，植栽後の密度管理や病虫害
対策等を総合的に含めた検討が必要となる。特に，植栽する
苗木については，樹体を支持する際に重要な役割を果たす垂
下根の発達障害が生じないと考えられる 1～2年生の稚苗を
使用する7）ことも重要である。また，植栽環境としての盛土
は，それ自体が津波の被害を受けることのない基盤とするこ
とが基礎としてある。
本研究で得られた根系形状の目標樹形は，調査対象とした
残存型が 6本のみと少なく，さらに垂下根が地下水位の影

響を受けていた限られた条件によるものである。今後，海岸
林で良好に生育しているマツ類の根系形態や伸長状況を調査
することで設定根拠となる基礎データを蓄積し，精度の高い
目標樹形とすることが求められる。

謝辞：本研究を実施するにあたり，国有林内への入林及び調
査の許可を快諾してくださった仙台森林管理署をはじめ，作
業にご協力いただいた関連各位，とりまとめにあたりご助言
をいただいた皆様に感謝の意を表します。
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近年，まちなかの道路空間について，都市再生や中心市街地の活性化，観光振興等の一環として，歩行

者中心の公共空間へと転用する動きが高まっている．本稿では，道路空間再編事業の中から，事業対象地

の現道幅員を変更せずに，その構成のみを変更して歩行者空間を拡大させた事例を「道路空間再構築」と

定義し，国内の39事例を対象に事業実施の過程で生じた課題や工夫を把握するとともに，それが事業のど

の段階およびどの協議相手に該当していたのかを調査した．本稿では，その調査結果に基づき，各項目の

回答数が特に多かった「庁内」と「地域関係者」を協議相手とした場合の留意点を明らかにした． 
 

キキーーワワーードド :道路空間再構築，公共デザイン，歩行者空間，まちづくり，地方公共団体 
 

 
１．はじめに 
 

(1)背景と目的 

 近年，まちなかの道路空間について，都市再生や中心

市街地の活性化，観光振興等の一環として，歩行者中心

の公共空間へと転用する動きが高まっている．2017（平

成29）年8月に公表された国土交通省の社会資本整備審

議会道路分科会建議1)においても，今後の新たな道路政

策の方向性の一つとして「多様なニーズに応じた道路空

間の再構築」の必要性が指摘された．また，2020年5月

には「道路法等の一部を改正する法律」が成立・公布さ

れたことによって，「地域を豊かにする歩行者中心の道

路空間の構築」などが目指されている．これによって，

今後さらに歩行者利用を促進させるための道路空間の再

編が促進されると考えられる． 

 上記の動向は，海外で先行して取り組まれており，代

表的な事例としてはニューヨーク市のタイムズ・スクエ

アを中心とした周辺の道路空間を広場および歩行者専用

道路として転用した事例がある2)．加えて，近年はアメ

リカのNational Association of City Transport Officials3)やニュー

ジーランドのAuckland Transport4)，イギリスのTransport for L
ondon5)など，各国の関係機関が道路空間の再編や利活用

に対するガイドラインを発行し，取り組みが促進されて

いる．我が国においても，道路空間再編に関する進め方

の手引き6)やデザインガイド7)，事例集8)が国土技術政策

総合研究所より発行されており，国内の事例に関する一

定の蓄積が存在する． 
 また，ウィーン9)やニューヨーク10)を対象とした事例

研究では，事業実現へと至るまでのプロセスを分析し，

その過程に関わった主体を丁寧に読み解くことで，道路

空間の再編によって質の高い公共空間を実現するために

は，ステークホルダーの意向を円滑に把握することやエ

リアマネジメント団体らによる継続的な関与が重要であ

ることを指摘している． 
 本研究では上記の研究成果を踏まえて，道路空間の再

編によって歩行者空間が拡大された国内の事例を対象に，

行政の事業担当者の視点に着目して，事業実施の過程で

生じた課題や工夫を把握し，事業実施上の留意点として
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 2 

整理することを目的とする． 

 

(2)分析の手法と視点 

 本研究では，国内で取り組まれた道路空間再編事業の

中から，事業対象地の現道幅員を変更せずに，その構成

のみを変更して歩行者空間を拡大させた事例を「道路空

間再構築」と定義して，分析の対象注1)とした（図-1）．

表-1は，道路空間再構築の事業に該当する国内の39事例

を示している．本研究では，これら39事例注2)を対象とし

て，事業の構想・計画から供用開始に至るまでの段階を

「構想・計画/設計/工事」の3段階，また事業実施の過

程で協議を行った相手方も8主体（庁内/地域関係者/警

察/他の道路管理者/その他の行政機関/交通運輸系事業

者/供給処理系事業者/その他）に区分した分析の枠組み

を用意した．この枠組みを用いて，表-1で示した39事例

における地方公共団体の事業担当者にアンケート調査を

実施した．調査に用いたアンケート表には，予め各事業

の段階および協議相手別に，各種報告書などを参照し，

留意点として想定される項目を提示することで，回答者

が回答をしやすくなるように工夫した（図-2）注3)．また，

実際のアンケート表では，事業実施の過程で生じた課題

や工夫を把握するために，調査項目を「事業の実施にあ

たり工夫した点・苦労した点」として記載し，該当する

項目に対して「課題」及び「解決策」をそれぞれ回答し

てもらう形式で2019年8月から10月にかけて調査を実施

した．アンケート実施時には，記入例も併せて添付する

ことで，アンケート回答者より具体的な回答を得ること

ができるように努めた（図-3）． 

 本研究では，上記の視点で実施した調査結果に基づき，

道路空間再構築の39事例で実際に生じた課題とその解決

策に関する内容を整理することで，協議相手・事業段階

別における事業実施上の留意点としてとりまとめる． 

 

 

２．調査結果より見る課題と工夫の傾向 
 

(1)調査結果の概観と着目点 

 調査結果を整理するにあたり，まずアンケート回答者，

すなわち行政の事業担当者が協議相手・事業段階別でど

のような内容を「課題や工夫（工夫した点・苦労した

点）」と感じることが多いのかを把握した．表-2および

表-3は，39事例の回答結果の中で，各項目に対する回答

者数とその割合，協議相手・事業段階別の平均を示した

表-1 本研究で調査を行った39事例 

 

 

図-1 本研究で扱う道路空間再構築の例 

1 ページ

1 青森県 八戸市 六日町地区（鷹匠小路線） 2010 6.0

2 山形県 鶴岡市 山王通り 2011 11.0

3 山形県 鶴岡市 あつみ温泉かじか通り 2008 8.2～8.7

4 岩手県 平泉町 中尊寺通り 実施中 8.5

5 岩手県 盛岡市 市道南大通一丁目5号線外 2017 8.3

6 宮城県 仙台市 青葉通 2017 36.0

7 福島県 喜多方市 ふれあい通り 2016 12.0

8 福島県 郡山市 なかまち夢通り 2003 12.0

9 福島県 福島市 福島駅前通り 2017 20.0

10 福島県 白河市 門前通り 2014 8.0

11 茨城県 水戸市 くろばね通り 2007 7.2

12 茨城県 水戸市 市道 上市205号線 - 15.9

13 群馬県 安中市 安中･坂本宿 2012 10.6

14 群馬県 高崎市 レンガ通り 2006 7.0

15 東京都 千代田区 丸の内仲通り 2007 21.0

16 東京都 中央区 日本橋浮世小路 2010 8.0

17 東京都 新宿区 歌舞伎町セントラルロード 2014 18.0

18 東京都 大田区 さかさ川通り 2014 11.8

19 新潟県 新潟市 早川堀通り 2014 19.8

20 石川県 七尾市 和倉温泉地区高質空間形成事業 - 12.3

21 福井県 勝山市 本町通り 2008 8.3

22 長野県 長野市 長野中央通り 2013 18.0

23 長野県 松本市 市道1531号線 2014 8.4

24 岐阜県 岐阜市 長良川右岸河畔道路（長良川プロムナード） 2016 6.6

25 岐阜県 岐阜市 都市計画道路 3・3・7号岐阜駅高富線 2015 17.0

26 三重県 多気町 松坂線（丹生地区） 2008 8.0

27 京都府 京都市 四条通 2014 22.0

28 兵庫県 神戸市 葺合南54号線 2018 18.0

29 兵庫県 神戸市 旧居留地明石町筋 2011 17.0

30 兵庫県 姫路市 大手前通り 2014 50.0

31 島根県 出雲市 神門通り 2012 12.0

32 島根県 津和野町 本町・祇園丁通り 2006 5.5

33 広島県 福山市 本通・船町商店街 2016 8.0

34 山口県 防府市 旧山陽道（宮市・国衙地区） 2010 16.0

35 愛媛県 松山市 ロープウェイ通り 2006 12.0

36 愛媛県 松山市 花園町通り 2017 40.0

37 福岡県 飯塚市 新飯塚商店街通り 2013 11.0

38 福岡県 福岡市 承天寺通り 2013 16.0

39 宮崎県 都城市 蔵原通線 2009 30.0

№ 所在地 名称 供用時期
（年度）

総幅員
（m）

BBEEFFOORREE

AAFFTTEERR
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ものである．この調査結果より，事業段階別では大きな

割合の差は生じていない一方で，協議相手別ではその割

合に大きく差が生じていた．具体的に，協議相手別では

「庁内」の協議に最も多くの回答が集まっていたことを

把握した．次に，「地域関係者」，「警察」，「供給処

理系事業者」，「交通運輸系事業者」，「その他」，  

 

図-3 アンケート表の一部抜粋（赤字は記入例） 

 

図-2 協議相手・事業段階別のアンケート項目 

参考資料
◯事業の実施にあたり工夫した点・苦労した点
庁内
【構想・計画段階】
・道路空間再配分における 課題　：
　各種機能の空間配分の比率 解決策：
・道路デザイン 課題　：

解決策：
・その他 課題　：

解決策：
【設計段階】
・沿道利用への影響 課題　：

解決策：
・事業費 課題　：

解決策：
・維持管理性 課題　：

解決策：
・デザインの具現化 課題　：

解決策：
・その他 課題　：

解決策：
【工事段階】
・工事期間中の沿道出入り口の扱い 課題　：

解決策：
・デザインの具現化 課題　：

解決策：
・その他 課題　：

解決策：

当当初初デデザザイインンをを実実施施ししたた受受注注者者にに設設計計時時ののチチェェッッククをを依依頼頼すするるデデザザイインン監監理理をを依依頼頼ししたた

－－

沿沿道道出出入入りりのの確確保保

近近隣隣にに駐駐車車場場をを確確保保ししてて，，一一定定期期間間はは車車両両乗乗入入れれをを避避けけたた

現現地地状状況況ななどどのの様様々々なな理理由由にによよりり当当初初デデザザイインン・・設設計計とと異異ななるる対対応応をを求求めめらられれたた際際のの判判断断

当当初初デデザザイインンをを実実施施ししたた受受注注者者にに施施工工時時ののチチェェッッククをを依依頼頼すするるデデザザイインン監監理理をを依依頼頼ししたた

工工事事中中もも観観光光地地ででああるるここととへへのの配配慮慮

文文字字以以外外にに完完成成パパーースス等等のの図図版版をを用用いいてて，，工工事事内内容容をを分分かかりりややすすくく示示すすとと共共にに，，次次回回のの来来訪訪をを促促すす道道路路工工事事案案内内板板をを設設置置

アンケート項目 回答欄

歩歩行行者者優優先先道道路路化化ににおおけけるる課課題題のの把把握握

社社会会実実験験にによよるる影影響響をを確確認認しし，，一一方方通通行行化化・・車車線線幅幅員員のの減減少少をを確確認認ししたた

地地域域性性・・歴歴史史性性にに配配慮慮ししたた道道路路デデザザイインンのの実実現現

専専門門家家をを迎迎ええたた庁庁内内会会議議のの実実施施ののほほかか，，◯◯◯◯町町景景観観委委員員会会へへのの諮諮問問

約約半半年年間間でで道道路路デデザザイインンのの方方向向性性ををままととめめるる

ワワーーククシショョッッププ→→専専門門委委員員会会ででのの審審議議→→住住民民へへのの報報告告ののププロロセセススににてて，，迅迅速速にに決決定定すするるたためめ，，各各会会議議体体ににはは発発注注者者側側のの責責任任者者がが必必ずず出出席席ししたた

整整備備前前のの利利用用性性をを損損ななわわなないい

社社会会実実験験にによよるる影影響響のの確確認認

－－

除除雪雪車車のの通通行行へへのの配配慮慮

流流入入抑抑制制やや速速度度抑抑制制をを目目指指ししたたデデババイイススはは舗舗装装材材のの変変化化にによよるるももののととししてて，，段段差差のの発発生生をを抑抑ええたた

現現地地状状況況ななどどのの様様々々なな理理由由にによよりり当当初初デデザザイインン・・設設計計とと異異ななるる対対応応をを求求めめらられれたた際際のの判判断断

      事業の
 協議      段階
  相⼿

構想・計画段階 設計段階 ⼯事段階

庁内

◯道路空間再配分における
 各種機能の空間配分の⽐率
◯道路デザイン

◯沿道利⽤への影響
◯事業費
◯維持管理性
◯デザインの具現化

◯⼯事期間中の沿道出⼊り⼝の扱い
◯デザインの具現化

地域関係者

◯道路空間再配分における
 各種機能の空間配分の⽐率
◯街路樹の扱い

◯歩⾏空間の快適性や利活⽤
 を促進する施設の配置
◯沿道乗⼊れの扱い
◯維持管理の役割分担に関する調整
◯荷捌きスペースの扱い（空間・時間）

◯⼯事期間中の沿道出⼊り⼝の扱い
◯⼯事期間中の荷捌きスペースの扱い
 （空間・時間）

警察

◯道路空間再配分における
 各種機能の空間配分の⽐率
◯安全確保の考え⽅
◯⾃転⾞通⾏空間の考え⽅
◯夜間の⾒え⽅

◯歩⾞分離の⽅法
◯街渠の横断勾配の扱い
◯道路附属物等の配置
◯信号機器や横断歩道等の配置
◯道路照明と信号機器との共柱化、
 標識類集約

◯各種路⾯標⽰の扱い
◯道路附属物等の⼯事時期等調整
◯⼯事期間中の閉切施設の扱い

他の道路管理者
（交差道路）

◯法令整理
◯交差道路との関係
◯占有物件等の既存路上施設
 や地下埋設物、街路樹の扱い

◯歩⾞分離の⽅法
◯交差道路との交差点形状
◯道路附属物等の設置位置、
 照明・標識類等集約
◯路⾯排⽔、横断勾配等の確保

◯道路附属物等の⼯事時期等調整

その他の⾏政機関

◯既存路上施設の扱い ◯道路附属物等の設置位置
◯建築確認、消防関係調整等
◯照明・標識類集約
◯路上設置物の建築確認

-

交通運輸系事業者 ◯バス停等既存路上施設の扱い ◯バス優先レーンの扱い ◯暫定バス停位置の調整

供給処理系事業者
◯変圧器等の既存路上施設の扱い
◯地下埋設物の扱い

◯変圧器等の既存路上施設の扱い
◯地下埋設物の扱い

◯架空線撤去や抜柱時期と道路整備
 とのずれに関する調整

その他 - - -
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【構想・計画段階】
・法令整理 3 7.7%
・交差道路との関係 4 10.3%

3 7.7%

・その他 0 0.0%
【設計段階】
・歩車道分離の方法 3 7.7%
・交差道路との交差点形状 6 15.4%

4 10.3%

・路面排水、横断勾配等の確保 5 12.8%
・その他 4 10.3%
【工事段階】
・道路附属物等の工事時期等調整 5 12.8%
・その他 1 2.6%

【構想・計画段階】
・既存路上施設の扱い 3 7.7%
・その他 3 7.7%
【設計段階】
・道路附属物等の設置位置 3 7.7%
・建築確認、消防関係調整等 4 10.3%
・照明・標識類集約 3 7.7%

2 5.1%
・その他 2 5.1%
【工事段階】
・その他 1 2.6%

【構想・計画段階】
・バス停等既存路上施設の扱い 7 17.9%
・その他 3 7.7%
【設計段階】
・バス優先レーンの扱い 2 5.1%
・その他 2 5.1%
【工事段階】
・暫定バス停位置の調整 6 15.4%
・その他 6 15.4%

【構想・計画段階】
・変圧器等の既存路上施設の扱い 9 23.1%
・地下埋設物の扱い 11 28.2%
・その他 2 5.1%
【設計段階】
・変圧器等の既存路上施設の扱い 12 30.8%
・地下埋設物の扱い 14 35.9%
・その他 2 5.1%
【工事段階】

11 28.2%

・その他 6 15.4%

【構想・計画段階】
・その他 4 10.3%
【設計段階】
・その他 2 5.1%
【工事段階】
・その他 7 17.9%

・占用物件等の既存路上施設や
　地下埋設物、街路樹の扱い

他の道路管理者（交差道路）

その他

・道路附属物等の設置位置、
　照明・標識類等集約

・架空線撤去や抜柱時期と
　道路整備とのずれに関する調整

・路上設置物の建築確認

その他の行政機関

交通運輸系事業者

供給処理系事業者

該当数
（n=39）

該当率

【構想・計画段階】

26 66.7%

・道路デザイン 34 87.2%
・その他 11 28.2%
【設計段階】
・沿道利用への影響 26 66.7%
・事業費 7 17.9%
・維持管理性 22 56.4%
・デザインの具現化 28 71.8%
・その他 10 25.6%
【工事段階】
・工事期間中の沿道出入り口の扱い 27 69.2%
・デザインの具現化 19 48.7%
・その他 13 33.3%

【構想・計画段階】

23 59.0%

・街路樹の扱い 22 56.4%
・その他 8 20.5%
【設計段階】

29 74.4%

・沿道乗入れの扱い 13 33.3%
・維持管理の役割分担に関する調整 12 30.8%
・荷捌きスペースの扱い（空間・時間） 12 30.8%
・その他 10 25.6%
【工事段階】
・工事期間中の沿道出入り口の扱い 27 69.2%

18 46.2%

・その他 15 38.5%

【構想・計画段階】

13 33.3%

17 43.6%
・自転車通行空間の考え方 9 23.1%
・夜間の見え方 15 38.5%
・その他 7 17.9%
【設計段階】
・歩車道分離の方法 19 48.7%
・街渠の横断勾配の扱い 5 12.8%
・道路付属物等の配置 9 23.1%
・信号機器や横断歩道等の配置 13 33.3%

12 30.8%

・その他 7 17.9%
【工事段階】
・各種路面表示の扱い 9 23.1%
・道路附属物等の工事時期等調整 7 17.9%
・工事期間中の締め切り施設の扱い 15 38.5%
・その他 4 10.3%

・道路空間再配分における各種機能
　の空間配分の比率

・道路空間再配分における各種機能
　の空間配分の比率

・歩行空間の快適性や利活用
　を促進する施設の配置

・道路空間再配分における各種機能
　の空間配分の比率

事業の実施にあたり
⼯夫した点・苦労した点
庁内

地域関係者

警察

・工事期間中の荷捌きスペースの扱い
（空間・時間）

・安全確保の考え方

・道路照明と信号機器との共柱化、
　標識類集約

表-2 本研究で調査を行った39事例の回答状況 
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「他の道路管理者（交差道路）」，「その他の行政機関」

の順に回答数の割合が多かった．本稿では，特に回答数

の多かった「庁内」・「地域関係者」の2主体に対して，

各事業担当者が「課題や工夫（工夫した点・苦労した

点）」と認識していた内容を整理することで，事業担当

者の観点から道路空間再構築事業実現の特徴を把握する

ことを試みる． 

 

(2)庁内における協議の特徴 

 庁内の協議では，構想・計画段階においては「道路デ

ザイン」，設計段階では「デザインの具現化」，工事段

階では「工事期間中の沿道出入り口の扱い」が最も高い

該当率を示し，且つこれら3項目は「庁内」を協議相手

としたアンケート結果の中で回答数の多い上位3項目で

もあった（表-2）．この3項目に着目してアンケート結

果の内容を整理し，事業担当者の回答の中で共通する内

容を「典型例」，内容に特徴的な点が含まれている内容

を「特徴的な例」として整理した結果が表-4である． 

 まず構想・計画段階においては，多くの事業担当者が

道路空間再構築を実施するに際して，対象地の地域性や

歴史性を反映させたデザインを実現することに取り組ん

でいた．この目的を実現するための方策として，専門家

を迎えた庁内会議の実施や，必要に応じて勉強会や現地

調査などを行っていた事例が複数存在した．特徴的な例

として，駅空間から中心市街地への回遊性向上を道路デ

ザインにより実現させることを意図した事例については，

駅前広場で用いられている平板ブロックと同様のデザイ

ンを歩道に施すことにした事例も存在した． 

 設計段階においては，完成後のデザインを議論するた

めに，平面図以外にも模型やパース，VRなどを用いて空

間のイメージを共有していた事例が多く存在した．特徴

的な例として，設計案と現場周辺との調和に関する検討

を行うために，設計段階で試験施工を実施し，検討の上

でデザイン案を決定している事例が存在した．また，現

地の状況に応じて当初のデザイン・設計と異なる対応を

求められた際の判断も複数の事例で回答されていた．そ

の対応策としては，例えばデザイン監理（設計監修）業

務を発注したり，構想・計画段階で作成した基本構想に

記載されている基本コンセプトや基本レイアウトを確認

し直すことで対応していた． 

 工事段階においては，多くの事例で回答されていた典

型例として以下の2つが挙げられる．第一に，沿道出入

り口を確保するために，近隣に駐車場としての空間を確

保し，一定期間の車両乗り上げを避けることがあった．

第二に，沿道に位置する商店への営業への影響を最小限

に抑えるために，関係者と施工時間を調整し，店舗の休

業日や夜間の施工などに取り組んでいた．これらの典型

例に加えて，駅前広場と接する道路空間再構築事業にお

いて，駅前に集中する各種車両（一般車両・バス・タク

シーなど）の通行による影響や事故などへの配慮として，

社会実験的に一般車の通行制限を24時間実施し，沿線事

業者に対しては通行の許可証を市が発行するなどの特徴

的な対応を行っていた事例も存在した． 

表-3  協議相手・事業段階別の平均 

 

表-4 事業実施にあたり工夫した点・苦労した点（庁内における協議） 

 

平均該当数 平均該当率

庁内 20.3 52.0%
地域関係者 17.2 44.1%
警察 10.7 27.5%
他の道路管理者（交差道路） 3.5 8.9%
その他の⾏政機関 2.6 6.7%
交通運輸系事業者 4.3 11.1%
供給処理系事業者 8.4 21.5%
その他 4.3 11.1%

構想・計画 10.3 26.4%
設計 9.5 24.4%
⼯事 10.9 28.1%

協議相⼿

事業段階

【構想・計画段階】 典型例１ 特徴的な例１ -

課題
事業対象地の地域性・歴史性を踏まえた道路デザイ
ンの実現．

駅から中⼼市街地への回遊性を向上させる道路デザ
インの実現．

-

解決策
専⾨家を迎え，適宜勉強会や現地確認なども実施し
ながら庁内会議を⾏った．

駅前広場の平板ブロックと同様のデザインで歩道を
整備し，歩⾏者の動線を意図したデザインとした．

-

【設計段階】 典型例１ 特徴的な例１ 特徴的な例２

課題 完成後のデザインの共有および議論． 設計案と周辺景観との調和に関する検討．
現地の状況などにより当初デザイン・設計と異なる
対応を求められた際の判断．

解決策
模型やパース，VRなど，平⾯図以外を⽤いた完成
イメージの共有を⾏った．

設計段階で試験施⼯を実施し，その結果を踏まえて
デザインを確定させた．

・当初デザインを実施した受注者にデザイン監理
（設計監修）を依頼する．
・構想・計画段階で作成した基本構想を参考にして
対応する．

【工事段階】 典型例１ 典型例２ 特徴的な例１

課題 沿道出⼊り⼝の確保． 沿道に位置する商店の営業への対応．
駅前に集中する各種⾞両の通⾏による⼯事への影響
と事故等への配慮．

解決策
近隣に駐⾞場を確保し，⼀定期間は⾞両乗⼊れを避
けた．

施⼯時間を関係者と調整し，店舗休業⽇や夜間の施
⼯など，最⼩限の影響に留めた．

社会実験的に⼀般⾞の通⾏制限を24時間実施し，併
せて沿線事業者への許可証発⾏を市が⾏った．

◯工事期間中の沿道
　出入り口の扱い

◯デザインの具現化

◯道路デザイン
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(3)地域関係者との協議における特徴 

地域関係者との協議については，構想・計画段階で

「道路空間再配分における各種機能の空間配分の比率」，

設計段階では「歩行空間の快適性や利活用を促進する施

設の配置」，工事段階では「工事期間中の沿道出入り口

の扱い」が最も高い該当率を示し，かつ「庁内」の協議

において挙げた3項目と同様に，「地域関係者」を協議

相手としたアンケート結果の中で回答数の多い上位3項

目でもあった（表-2）．そのため，この3項目に着目し

てアンケート結果の内容を整理し，表-4と同様の視点で

「典型例」と「特徴的な例」をまとめた結果が表-5であ

る． 

構想・計画段階では，道路空間再構築事業を実施して

歩行者空間を拡大させることに伴う，沿道商店に対する

業務への影響や安全性に対する懸念が複数の事例で確認

された．この懸念解消に向けて，実態調査や社会実験を

行い，業務に必要な空間や事業実施後の安全性を把握し

た上で地域関係者と協議・調整がなされていた．観光面

での影響がより強く懸念されている特徴的な事例につい

ては，ワークショップや社会実験を通して，自動車速度

の低下，歩行者動態調査を確認し，歩車共存道（車道幅

員減少，中央線消去，歩行空間拡大）として整備するこ

とを決定していた． 

 設計段階では，歩行空間の快適性や利活用の面におい

て，休息可能な空間を求められることが多くの事例で確

認できた．この需要に対して，維持管理費用や事業の目

的などを考慮しつつ，街路樹の緑陰の活用やベンチの設

置，沿道の未利用地や残置にポケットパークを計画する

などの対応が取られていた．特徴的な例として，舗装材

の選択時に地元のまちづくり協議会が実例の調査を希望

したため，協議会メンバーと共に過去の施工例を視察し

て対応している事例も存在した．また，神輿などを用い

る地域行事への配慮として，行事の該当区間に対してゆ

るやかな縦断勾配，回転式の信号機柱，歩車道境界の段

差の最小化，脱着式の横断防止柵，などを設計に取り入

れることで，行事に支障がないよう対応していた． 

 工事段階においては，庁内での協議に関するアンケー

ト結果と同様に，沿道出入り口を確保するために，近隣

に駐車場としての空間を確保して一定期間の車両乗り上

げを避けること，及び沿道に位置する商店への営業への

影響を最小限に抑えるために，関係者と施工時間を調整

して店舗の休業日や夜間の施工などに取り組んでいたこ

とが典型例として共通していた．特徴的な事例として，

同一区間で都市下水の付け替え，電線類地中化，舗装，

植栽等の一連の工事が長期間計画された事例においては，

通常よりも店舗への影響が大きいと懸念されたため，施

工計画の工夫や仮設看板，誘導員の配置によって，店舗

等への出入口が閉鎖されないことなどに対応し，影響を

最小限に抑える工夫がなされていた． 

 

 

３．まとめ 
 

(1)結論 

 本研究では，道路空間再構築による歩行者空間の拡大

に取り組んだ国内39事例を対象として，実際に生じた課

題とその解決策に関する内容を整理することで，協議相

手・事業段階別における課題や工夫を分析・考察した．

具体的な成果は，以下の通りである． 

1）調査結果より，道路空間再構築を実現する過程で事

業担当者が協議する相手として，「庁内」，「地域関係

者」，「警察」，「供給処理系事業者」，「交通運輸系

事業者」，「その他」，「他の道路管理者（交差道

路）」，「その他の行政機関」の順に「課題や工夫（工

夫した点・苦労した点）」として回答される項目の割合

が高いことを把握した．項目別では，「庁内」の構想・

表-5 事業実施にあたり工夫した点・苦労した点（地域関係者との協議） 

 

【構想・計画段階】 典型例１ 典型例２ 特徴的な例２

課題
沿道商店等に対して物流及び業務⾞両，タクシーが

駐⾞できるスペースの確保に対する懸念．

⾞道幅員を狭くすることによる⾞両交通機能の低減

や安全性に対する不安．

⽣活交通・観光交通の確保と安全に楽しみながら歩

ける空間づくりを両⽴させること．

解決策

実態調査（駐輪台数，荷捌きスペース利⽤⾞数，タ

クシー利⽤者数）によって必要な空間を把握し，地

域関係者との協議・調整を踏まえて内容を決定し

た．

社会実験を実施することで，⾞両交通機能および安

全性に問題がないことを確認し，合意を図った．

ワークショップでの議論や社会実験を通して，⾃動

⾞速度の低下，歩⾏者動態調査を確認し，歩⾞共存

道（⾞道幅員減少，中央線消去，歩⾏空間拡⼤）と

して整備することを決定した．

【設計段階】 典型例１ 特徴的な例１ 特徴的な例２

課題
歩⾏者や観光客に対する休憩可能な空間を創出する

ことが求められた．

まちづくり協議会が舗装材の選択をする際，実際の

敷設された事例を調査したいとの意⾒が上がった．
神輿などを⽤いる地域⾏事への配慮．

解決策

維持管理費⽤や事業の⽬的などを考慮しつつ，街路

樹の緑陰やベンチ，沿道の未利⽤地や残地にポケッ

トパークを計画する．

過去の施⼯例を調査し，協議会のメンバーと共に視

察を⾏い意⾒をもらった．

ゆるやかな縦断勾配の設定や回転式の信号機柱の採

⽤，歩⾞道境界の段差の最⼩化，脱着式の横断防⽌
柵の設置などを⾏い，⾏事に⽀障がないよう対応．

【工事段階】 典型例１ 典型例２ 特徴的な例１

課題 沿道出⼊り⼝の確保． 沿道に位置する商店の営業への対応．
同⼀区間で，都市下⽔の付け替え，電線類地中化，
舗装，植栽等の⼀連の⼯事が⻑期間続くため，店舗
への影響が懸念された．

解決策
近隣に駐⾞場を確保し，⼀定期間は⾞両乗⼊れを避
けた．

施⼯時間を関係者と調整し，店舗休業⽇や夜間の施
⼯など，最⼩限の影響に留めた．

店舗等への出⼊⼝が閉鎖されないよう，施⼯計画の
⼯夫や仮設看板，誘導員の配置により対応した．

◯工事期間中の沿道
　出入り口の扱い

◯歩行空間の快適性や利活用
　を促進する施設の配置

◯道路空間再配分における
　各種機能の空間配分の比率
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計画段階における「道路デザイン（87.2%）」，「地域

関係者」の設計段階における「歩行空間の快適性や利活

用を促進する施設の配置（74.4%）」，「庁内」の設計

段階における「デザインの具現化（71.8%）」の3項目が

70%以上の該当率を示していた． 

2）アンケート結果の回答数が多かった「庁内」と「地

域関係者」について，事業実施の各段階（構想・計画/

設計/工事）で最も該当率の高い項目を抽出し，「課題

や工夫（工夫した点・苦労した点）」の記述内容を分析

することで，複数の事例に共通する典型例と，各地域や

事業に応じた特徴的な例を整理した．協議相手が「庁内」

の場合において回答の割合が高かった「道路デザイン」，

「デザインの具現化」については，事業対象地の地域性

や歴史性をデザインに組み込むために専門家を迎え入れ

た会議を実施したことや，完成後のデザインを共有する

ために平面図以外の表現方法を取り入れるなど，質の高

い空間を創出するための工夫が多くの事例で行われてい

た．協議相手が「地域関係者」の場合において回答の割

合が高かった「歩行空間の快適性や利活用を促進する施

設の配置」については，歩行者や観光客に対する休憩可

能な空間の創出が求められることが多く，維持管理費用

や事業の目的などを考慮しつつ，街路樹の緑陰やベンチ，

沿道にポケットパークを計画することなどが地域関係者

と協議されていたことを確認した． 

 

(2)今後の課題 

 本稿では，アンケートの調査結果における回答の割合

が高い協議相手および項目を中心に分析結果を記載した．

しかし，回答の割合が低い場合においても他の事例へと

応用することが有用だと考えられる内容については，今

後詳細に分析を進め，それらの結果を分かりやすく整理

し，道路空間再構築を促進する研究成果として公表する

ことに取り組んでいく． 

 

 

謝辞：アンケート調査にご協力いただきました地方公共

団体の事業担当者の皆様には，この場を借りて厚く御礼

申し上げます． 

 

 

補注 

１）本稿では，現道幅員を拡大する場合の道路空間再編と比較

して，少ない事業期間かつ限られた事業規模内で実施する

ことが可能であることに着目し，現道幅員の拡大を伴わな

い「道路空間再構築」を分析対象とした． 

２）分析対象の中には，歩道の有無や公共交通機関の利用，ク

ランク・スラローム・シケインといった車道平面線形など，

道路の条件やデザインパターンなどの特徴に起因する課題

や工夫も存在すると考えられる．これらの特徴に関しては，

参考文献7）で整理された内容を踏まえて，2章以降の分析

を行っている． 

２）事業担当者が既に異動している場合には，当時の資料や関

係者へと確認をとるなど，可能な限り当時の情報・認識を

回答いただくように努めた． 
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東日本大震災からの復興に係る都市公園の整備状況に

関する調査報告 

Research Report on the Development of Urban Parks during the Reconstruction from the Great East 
Japan Earthquake

守谷 修* 舟久保 敏** 柳原 季明** 

Osamu MORIYA*  Satoshi FUNAKUBO**  Toshiaki YANAGIHARA** 

１．はじめに 

2011 年３月 11 日、東日本大震災が発生し、わが国に

未曽有の大災害をもたらしてから、間もなく10年になろ

うとしている。復興まちづくりの中で各種事業が展開さ

れたが、都市公園については、防災・減災や震災伝承、

地域交流等のための公園の整備が推進され、供用を開始

した公園が着実に増えてきているところである。 

既往文献では、個別の公園整備の事例等は報告されて

いる 1)～5)が、復興事業による都市公園整備の全体像は明

らかにされていない。そこで、復興庁と国土交通省は

2019 年 12 月、青森県から千葉県までの地方公共団体を

対象に、東日本大震災からの復興に係る都市公園の整備

状況に関する調査を実施した。 

本報告では、東日本大震災からの復興まちづくりにお

ける公園緑地に係る国の方針・制度を整理した上で、こ

の調査をもとに、復興事業に係る都市公園について、整

備状況とともに、整備された場所や目的等の特徴から整

備パターンを分類・整理することで、全体像の把握を試

みたい。 

２．復興まちづくりに関する国の方針・制度等 

復興まちづくりに関する国の方針・制度等における公

園緑地の整備に関する事項を、以下に整理する。 

（１）復興方針における公園緑地の位置づけ 

震災から１箇月後の2011年４月11日に「東日本大震

災復興構想会議」の設置が閣議決定され、復興に向けた

本格的な検討が開始された。同会議により同年６月に発

表された「復興への提言」6)では災害時の被害を最小化

する「減災」の考え方が打ち出され、今後の津波対策は、

これまでの防波堤・防潮堤等の「線」による防御から、

まちづくりも含めた「面」による「多重防御」への転換

が必要であるとされた。また、追悼と鎮魂、教訓の伝承

の観点から、地元発意のもとで「鎮魂の森」を整備する

ことが望まれるとした。 

その後、東日本大震災復興基本法（2011年６月公布・

施行）に基づき同月に設置された東日本大震災復興対策

本部により、国の基本的な方針として、国による取組の

全体像を示した「東日本大震災からの復興の基本方針」
7)が７月に取りまとめられた。基本方針は「減災」、「多

重防御」といった提言の考え方を踏襲しながら、具体的

な取組として、復興に必要となる補助事業を一括化した

交付金による財政的支援や、市町村の復興計画の円滑な

策定のための人的支援等を挙げた。また、地元発意によ

る鎮魂と復興の象徴となる森や丘や施設の整備を検討す

るとした。なお、東日本大震災復興対策本部は、復興庁

設置法（2011 年 12 月公布・翌年２月施行）に基づく復

興庁の設置に伴い廃止され、その機能は復興庁に引き継

がれている。 

また、中央防災会議において「東北地方太平洋沖地震

を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会報告」
8)が９月に取りまとめられ、今後の津波対策の構築にお

いては、その頻度と被害程度から「発生頻度が高く津波

高は低いが、大きな被害をもたらす津波」（L1）と「発生

頻度は低いが、甚大な被害をもたらす最大クラスの津波」

（L2）の二つのレベルの津波を想定することが必要であ

るとされた。対策の考え方としては、L1 に対しては引き

続き防波堤などの海岸保全施設等の整備が現実的である

が、L2 に対しては、住民等の避難を軸に土地利用・避難

施設・防災施設等を組み合わせ、とりうる手段を尽くし

た総合的な津波対策の確立が必要とされている。 

（２）津波被災市街地の復興に向けた対応 

国土交通省は、市町村の要望に応じて復興計画の円滑

な策定を支援するため、被災市町村毎の地区担当チーム

の編成や関係府省との連絡調整会議の設置等により体制

を整備するとともに、「津波被災市街地復興手法検討調

査」を実施した 9)。 

この調査では、各市町村における被災状況等の調査・

分析を行い、被災状況や都市の特性、地元の意向等に応

じた復興パターンを分析し、これに対応する復興手法等

について検討が行われた。並行して復興に向けた共通の

政策課題への対応方策等の検討を行い、公園緑地整備、

がれきの活用、都市デザイン、歴史・文化資産、コミュ
*スポーツ庁
**国土交通省 

*Japan Sports Agency 
**Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

日本造園学会
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ニティ形成、合意形成、避難路・避難施設等、様々な観

点から技術的指針等が取りまとめられた。 

（３）復興に係る公園緑地整備の指針等 

公園緑地関係の取組としては、震災復興祈念公園に関

する検討、公園緑地整備に関する技術的指針の策定が行

われた。 

震災復興祈念公園については、（１）の提言・基本方

針や被災自治体からの要望を踏まえ、国土交通省におい

て検討が進められ、その基本的な考え方が2012年３月に

整理された 10)。その後、復興庁設置法に基づき同年２月

に復興庁の下に設置された復興推進会議における検討も

踏まえ、岩手、宮城、福島の３県においては、地方公共

団体が整備する復興祈念公園の中に、中核的施設となる

丘や広場等を国営追悼・祈念施設（仮称）として設置す

ることが2014、2017年に閣議決定された 11)。 

また、（２）の調査における共通の政策課題の一つと

して公園緑地整備に係る検討が行われ、「東日本大震災

からの復興に係る公園緑地整備に関する技術的指針」が

2012年３月に取りまとめられた 12)。指針では、津波災害

に強いまちづくりにおける公園緑地の整備や、公園緑地

の整備における災害廃棄物の活用に関する基本的考え方

が整理された。前者では、津波防災における公園緑地の

機能として、「多重防御の一つとしての機能」、「避難路や

避難地としての機能」、「復旧・復興支援機能」、「防災教

育機能」の４つが挙げられ、海岸部の樹林地や避難地と

なる公園等の計画・設計等や植栽に関する考え方等が示

された。後者では、災害廃棄物の主な用途と考えられる

盛土材としての活用に関して、安全性、耐久性、周辺の

影響等の留意事項等が示された。 

（４）復興事業の予算制度 

東日本大震災からの復興に関する予算制度としては、

2012年度に東日本大震災復興特別会計が設置され、復興

まちづくりに必要な交付金事業、これらの事業に係る地

方交付税交付金などに係る経費が計上された。 

東日本大震災復興特別区域法（2011 年 12 月公布・施

行）に基づき2011年度第３次補正予算で創設された東日

本大震災復興交付金（以下「復興交付金」という。）は、

被災地における復興を支える中核的な制度として機能し

た。このうち、都市公園事業では、津波被害を軽減する

機能を有する都市公園（津波防災緑地）や避難地・避難

路となる防災公園等が交付対象とされた 13)。 

また、同補正予算で従前の社会資本整備総合交付金に

復興枠が設けられ、都市公園事業では、被災地の今後浸

水しないと想定される区域において防災拠点や広域避難

地としての機能を有するものが交付対象とされた 14)。 

さらに、原子力災害からの復興を加速させるため、福

島県を対象に福島再生加速化交付金が創設された（2013

年度当初に創設された福島定住等緊急支援交付金等を同

年度補正予算から福島再生加速化交付金に統合）。公園緑

地関係では、避難指示を受けた市町村の早期帰還の促進、

長期避難者の生活拠点の形成、子育て世代が早期に帰還

し、安心して定住できる環境の整備のための都市公園等

が対象となった 15)。 

これらの交付金事業における地方負担分については、

震災復興特別交付税により措置され、復興事業の推進の

ため、実質的に地方負担のない予算制度が設けられた

（2016 年度以降の復興交付金の効果促進事業等につい

ては、事業費の１～３％程度の地方負担がある 16））。 

３．復興事業による都市公園の整備状況 

復興庁と国土交通省は、復興事業を実施している青森

県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県の地方公

共団体を対象に、東日本大震災復興特別会計（復興交付

金、社会資本整備総合交付金（復興枠）、福島再生加速化

交付金）を活用して整備された都市公園について、2019

年12月から翌年１月にかけて現況調査を行った。 

以下では、本調査結果に基づき、地方公共団体におけ

る都市公園の整備状況を整理する。 

（１）復興事業による都市公園の整備箇所数・面積 

 本調査によると、復興事業により整備された都市公園

は、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の４県において

418箇所、面積で約720haであった。 

このうち新規整備が321箇所、面積約496haと大半を

占めており、その他既存公園の再整備が86箇所、面積約

160ha、拡張が11箇所、面積約64haであった（表－１）。 

表－１ 復興事業による都市公園の整備箇所数と面積 

※事業箇所数であり、都市公園数と一致しない場合がある。 
※既存公園では、再整備又は拡張を行った部分の面積のみ整備合計面積に計上。 

所在県 箇所数
箇所数

割合

整備合計

面積（㎡）
132 97.8% 1,189,897

再整備 3 2.2% 2,100

拡張 0 0.0% 0

135 1,191,566

151 95.0% 1,935,570

再整備 5 3.1% 104,815

拡張 3 1.9% 227,287

159 2,186,472

37 30.3% 1,832,242

再整備 77 63.1% 1,490,727

拡張 8 6.6% 413,889

122 3,736,858

1 50.0% 6,029

再整備 1 50.0% 160

拡張 0 0.0% 0

2 6,189

321 76.8% 4,963,737

再整備 86 20.6% 1,597,802

拡張 11 2.6% 641,176

418 7,202,715

整備種別

新規整備

既存公園

県別小計

新規整備

岩手県

宮城県

福島県

茨城県

既存公園

県別小計

新規整備

既存公園

県別小計

既存公園

県別小計

新規整備

既存公園

合計

合計

新規整備
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県別では、岩手県と宮城県では新規整備の箇所数が９割

以上を占める一方で、福島県では既存公園の再整備又は

拡張の箇所数が約７割を占める。これは福島再生加速化

交付金により、遊具の更新等の既存公園の再整備が交付

対象であることが主な要因と考えられる。なお、茨城県

の２箇所は、いずれも都市防災推進事業による避難地・

避難路の整備であった。 

また、公園種別毎（表－２）でみると、箇所数では、

住区基幹公園が約８割を占めるが、整備面積では、都市

基幹公園が約３割、その他が約５割を占めていた。その

他の都市公園は、津波防災緑地などの緩衝緑地が半数近

くを占めていた。 

（２）防災集団移転跡地を含む都市公園の整備状況 

多くの被災市町村では、甚大な津波被害が発生したこ

とから、津波から市民の生命を守るために住居の用に供

する建築を制限する災害危険区域が設定された。当該区

域からの高台への住宅移転を促進するため、27市町村で

移転促進区域が設定され、324 地区で防災集団移転促進

事業が行われた 17)。防災集団移転跡地は地元市町村が取

得することから、跡地の利活用が課題となっている。 

そこで、移転完了後に防災集団移転跡地となる移転促

進区域と都市公園整備の関係を整理した（表－３）。 

防災集団移転跡地を含む都市公園の整備は 47 箇所あ

り、都市公園内の防災集団移転跡地の面積は約185haで

あった。これは、移転促進区域の指定面積約2,837haの

6.5%を占める。また、復興事業による公園整備全体に対

して、箇所数で11％、面積で約26%を占めていた。 

県別にみると、宮城県が 36 箇所、都市公園内の防災

集団移転跡地の面積が約117haとなっており、４県合計

に対して箇所数、面積ともに大半を占めている。これは、

移転促進区域の指定面積そのものが約1,537haと大きく、

４県合計に対して大半を占めることによるものと考えら

れる。 

（３）復興事業による都市公園整備費 

復興事業による都市公園整備の全体事業費は、約

1,781 億円であった。事業規模別でみると、箇所数で最

も多いのが 1,000 万円以上１億円未満で 227 箇所（約

54％）、次いで１億円以上10億未満が99箇所（約24％）

であった（表－４）。10億円以上の事業は、箇所数は39

箇所で約９％を占めるが、事業費は1,438億円で約８割

を占めた。 

また、全体事業費のうち、復興に係る交付金事業費は

1,407 億円あり、全体の約８割を占めた。内訳としては

復興交付金が1,017億円、社会資本整備総合交付金（復

興枠）が168億円、福島再生加速化交付金が222億円で

あった（表－５）。復興交付金の事業費では、都市公園事

表－２ 公園種別毎の都市公園の整備箇所数と面積 

所在県 公園種別 箇所数
箇所数

割合

整備合計

面積（㎡）

整備面積

割合
住区基幹公園 130 96.3% 285,797 24.0%
都市基幹公園 3 2.2% 499,000 41.9%

その他 2 1.5% 407,200 34.2%
県別小計 135 1,191,997

住区基幹公園 130 81.8% 676,233 29.8%
都市基幹公園 3 1.9% 279,731 12.3%

その他 26 16.4% 1,311,707 57.8%
県別小計 159 2,267,672

住区基幹公園 81 66.4% 762,007 20.4%
都市基幹公園 22 18.0% 1,449,282 38.8%

その他 19 15.6% 1,525,569 40.8%
県別小計 122 3,736,858

住区基幹公園 2 100.0% 6,189 100.0%
都市基幹公園 0 0.0% 0 0.0%

その他 0 0.0% 0 0.0%
県別小計 2 6,189

住区基幹公園 343 82.1% 1,730,225 24.0%
都市基幹公園 28 6.7% 2,228,013 30.9%

その他 47 11.2% 3,244,476 45.0%
合計 418 7,202,715

宮城県

福島県

合計

岩手県

茨城県

表－３ 防災集団移転跡地を含む都市公園の整備状況 

※国土交通省都市局都市安全課調べ（参考文献17)参照） 

所在県 箇所数
箇所数

割合

公園内の

防災集団
移転跡地
合計面積
（㎡）

整備合計面積

に対する公園
内の防災集団
移転跡地合計
面積の割合

移転促進

区域面積
（㎡）※

移転促進区域

面積に対する
公園内の防災
集団移転跡地
合計面積の割

合
7 5.2% 222,990 18.7% 4,245,932 5.3%

36 22.6% 1,166,311 53.3% 15,370,314 7.6%
4 3.3% 455,878 12.2% 8,734,241 5.2%
0 0.0% 0 0.0% 18,597 0.0%

合計 47 11.2% 1,845,179 25.9% 28,369,084 6.5%

岩手県
宮城県
福島県
茨城県

表－４ 事業規模毎の件数・事業費合計 

事業規模 箇所数 箇所数割合
全体事業費合計

（千円）
事業費割合

1000万円未満 53 12.7% 269,456 0.2%

1000万円以上１億円未満 227 54.3% 8,473,837 4.8%

１億円以上10億円未満 99 23.7% 25,573,425 14.4%

10億円以上 39 9.3% 143,795,775 80.7%

合計 418 178,112,493

表－５ 交付金種別毎の件数・事業費合計 

箇所数
箇所数

割合

事業費合計

（千円）
復興交付金 325 77.8% 101,717,228

都市公園事業 42 10.0% 64,893,553
都市再生区画整理事業 188 45.0% 15,854,320
防災集団移転促進事業 72 17.2% 6,243,476
津波復興拠点整備事業 14 3.3% 1,595,421
都市防災推進事業 2 0.5% 150,537
漁業集落防災機能強化事業 1 0.2% 15,084
効果促進事業 21 5.0% 12,964,837

社会資本整備総合交付金（復興枠） 5 1.2% 16,773,029
都市公園事業 5 1.2% 16,773,029

福島再生加速化交付金 88 21.1% 22,238,539
福島定住等緊急支援（子ども元気復活交付金） 87 20.8% 17,838,539

地域の運動施設の整備（公園・広場の整備） 20 4.8% 9,136,538
地域の運動施設の整備（スポーツ施設の新改築等） 6 1.4% 6,562,874
学校、保育所、公園等の遊具の更新 68 16.3% 1,843,552
効果促進事業 10 2.4% 295,575

帰還環境整備 1 0.2% 4,400,000
都市公園事業 1 0.2% 4,400,000

418 100.0% 140,728,796

交付金種別

合計
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業が649億円と最も大きく、防災・減災対策のために津

波防災緑地や防災公園の整備が行われた。箇所数では都

市再生区画整理事業が188箇所と最も多く、新たな市街

地整備に併せて、街区公園等の住民利用のための公園整

備が行われた。 

なお、上記交付金以外の財源では、自治体単独事業の

ほか、福島特定原子力施設地域振興交付金、日本スポー

ツ振興センター助成事業などが活用されていた。 

（４）公園整備の目的 

公園の主な整備目的を複数回答可で調査したところ、

「地域コミュニティ形成の場」（75％）と「子どもの遊び

場」（68％）が多かった（表－６）。詳しくは４．で後述

するが、復興交付金の都市再生区画整理事業や防災集団

移転促進事業、福島再生加速化交付金の福島定住等緊急

支援（子ども元気復活交付金）により、コミュニティや

子どもの遊び場となる公園が多く整備されたためと考え

られる。津波防災関係の目的では、「避難路・避難地」

（11％）、「防災教育・メモリアル公園」（７％）、「多重防

御の一つとしての緑地」（６％）、「防災拠点」（２％）の

順で見られた。また、「観光・地域振興の場」という目的

は８％あった。なお、「その他」では、環境保全、災害時

のガレキ置き場などがあった。 

（５）公園整備における工夫・配慮事項等 

公園整備における工夫・配慮事項等では、計画設計段

階や管理運営段階における市民参加が多かった（各々

42％、26％）（表－７）。復興まちづくりでは、計画策定

時からワークショップなど市民協働の取組が積極的に行

われており、多くの公園事業でも計画段階から管理運営

に至るまで、市民参加プロセスが積極的に導入されたと

考えられる。また、専門家の関与（15％）、苗木等の寄付

の活用（13％）、地域外からのボランティア参加（７％）

など、多様な主体の参加・連携の取組や、津波で発生し

た災害廃棄物を活用している事例も確認された。 

４．公園整備パターン 

復興事業による都市公園の整備パターンを、交付金種

別、主な整備目的等から分類し（表－８）、各分類の公園

の立地特性や施設等の特徴について、整備事例とともに

以下に整理する。 

（１）防災・減災 

１）多重防御のための津波防災緑地 

津波防災緑地、避難地・避難路となる防災公園等が復

興交付金の都市公園事業で42箇所整備された。「多重防

御の一つとしての緑地」である公園の大半、「避難路・避

難地」である公園の３分の１が本事業で整備されている。

表－８ 交付金種別と主な整備目的等との関係 

表－６ 主な整備目的毎の件数 

主な整備目的（複数選択可） 箇所数 箇所数割合
①多重防御の一つとしての緑地 26 6.2%
②避難路・避難地 47 11.2%
③防災拠点 9 2.2%
④防災教育・メモリアル公園 31 7.4%
⑤子どもの遊び場 283 67.7%
⑥地域コミュニティ形成の場 315 75.4%
⑦観光・地域振興の場 34 8.1%
⑧その他 8 1.9%

表－７ 工夫・配慮事項等の件数 
工夫・配慮事項等 箇所数 箇所数割合

①公園整備における災害廃棄物の活用 10 2.4%
②公園整備における寄付の活用（苗木等） 55 13.2%
③大学教員、樹木医等の専門家の関与 63 15.1%
④計画設計段階における市民参加 174 41.6%
⑤植樹等、整備段階における市民参加 46 11.0%
⑥管理運営段階における市民参加 110 26.3%
⑦地域外からのボランティア参加 28 6.7%

①多重防御

の一つとし
ての緑地

②避難路・

避難地
③防災拠点

④防災教

育・メモリ
アル公園

⑤子どもの

遊び場

⑥地域コ

ミュニティ
形成の場

⑦観光・地

域振興の場
⑧その他

復興交付金 325 42 16,096 26 37 4 29 193 291 32 5
都市公園事業 42 26 97,685 25 17 0 15 19 21 14 3
都市再生区画整理事業 188 15 2,381 1 18 1 2 118 186 12 0
防災集団移転促進事業 72 2 3,178 0 1 0 7 45 71 0 1
津波復興拠点整備事業 14 1 3,925 0 3 1 1 11 12 2 0
都市防災推進事業 2 0 16,175 0 2 0 0 0 0 0 0
漁業集落防災機能強化事業 1 0 346 0 0 0 0 0 1 0 0
効果促進事業 21 10 92,330 6 6 2 10 10 12 8 1

社会資本整備総合交付金（復興枠） 5 0 411,620 0 3 4 1 2 1 0 0
都市公園事業 5 0 411,620 0 3 4 1 2 1 0 0

福島再生加速化交付金 88 1 61,866 0 3 1 1 85 20 2 2
福島定住等緊急支援（子ども元気復活交付金） 87 0 57,014 0 2 0 0 85 19 2 2

地域の運動施設の整備（公園・広場の整備） 20 0 117,686 0 2 0 0 20 7 1 1
地域の運動施設の整備（スポーツ施設の新改築等） 6 0 230,098 0 0 0 0 4 0 1 2
学校、保育所、公園等の遊具の更新 68 0 36,912 0 0 0 0 68 15 0 0
効果促進事業 10 0 155,595 0 0 0 0 9 3 2 1

帰還環境整備 1 1 484,000 0 1 1 1 0 1 0 0
都市公園事業 1 1 484,000 0 1 1 1 0 1 0 0

418 47 30,799 26 47 9 31 283 315 34 7合計

主な整備目的（複数選択可）

交付金種別
箇所数

(全体)

防災集団

移転跡地
を含む
箇所数

平均公園

面積
（㎡）

82 77 



また、本事業では防災集団移転跡地を含む事例が半数以

上を占め、平均公園面積も比較的大きい（10ha 弱）。つ

まり、災害危険区域（非居住区域）に整備された比較的

大規模な公園が多いことがわかる。 

津波防災緑地については、福島県で多く整備されてい

る。県では、「防災緑地計画ガイドライン」18)を策定し、

津波エネルギーを減衰させる二線堤となる樹林地を整備

している。久之浜防災緑地（いわき市）は、住宅地を土

地区画整理事業により高台や周辺の街区に換地して整備

した延長約1.3kmの津波防災緑地である。地元小学生が

参加する防災ワークショップや植樹、地域団体との協定

による協働型維持管理など、市民参加による緑地の育成

や利活用が行われている。 

写真－１ 久之浜防災緑地と断面イメージ（福島県市い

わき市、出典：福島県HP） 

２）避難地・避難路 

避難地としては、災害危険区域において逃げ遅れた人

が一時的に避難するための丘が都市公園事業で整備され

た。特に、広い平野部がある仙台湾岸地域の仙台市から

山元町にかけて、避難の丘が多数整備されている。この

地域における多重防御は、海岸堤防（再整備）、海岸防災

林（再整備）、嵩上げ道路（新設）、仙台東部道路（既設）

という構成になっており、都市公園では避難の丘を整備

するという棲み分けになっている 19)。その中でも、千年

希望の丘（岩沼市）は最も規模が大きく、15基の避難の

丘を有する６つの公園（合計面積 45ha、うち 44ha が移

転跡地）が整備された。市内で発生した震災ガレキのう

ち９割に当たる57万トンが、丘の造成に活用された。 

写真－２ 千年希望の丘 相野釜公園の避難の丘と断面

イメージ（宮城県岩沼市、右図出典：岩沼市HP） 

都市再生区画整理事業により避難地を目的として整

備された公園も多くある。これらは平均面積が小さく

（2,000㎡程度）、新たな市街地に整備された街区公園等

の一部が避難地の機能も有しているものと考えられる。 

３）防災拠点 

今後浸水しないと想定される区域等において「防災拠

点」である公園が９箇所整備され、その約半数が社会資

本整備総合交付金（復興枠）の都市公園事業により整備

された。本事業では岩手県・宮城県・福島県に各々１ま

たは２箇所ずつ整備されており、公園の平均面積は41ha

とかなり大きい。 

４）防災教育・メモリアル公園 

津波被害を受けた各地では、犠牲者への追悼や震災伝

承の拠点として「防災教育・メモリアル公園」が復興交

付金の都市公園事業や効果促進事業により整備された。

いずれの事業も平均公園面積が比較的大きく（10ha弱）、

防災集団移転跡地を含む事例が半数を占めている。岩手

県陸前高田市、宮城県石巻市、福島県浪江町においては、

地方公共団体が整備する復興祈念公園の中に、国が中核

的な施設となる国営追悼・祈念施設を設置することが閣

議決定され 20)、国と地方の連携の下、復興の象徴となる

空間整備が進められている。 

写真－３ 高田松原津波復興祈念公園の国営追悼・祈念

施設（岩手県陸前高田市、提供：東北地方整備局） 

（２）地域の再生・復興 

１）子どもの遊び場 

「子どもの遊び場」である公園は、復興交付金の都市

再生区画整理事業や防災集団移転促進事業、福島再生加

速化交付金の福島定住等緊急支援（子ども元気復活交付

金）により多く整備された。前者は、平均公園面積が

2,000～3,000㎡程度であり、新たな市街地内で整備され

た街区公園等が多いと考えられる。後者は、平均公園面

積が６ha弱であり、既存の地区公園等において遊具の整

備が行われたと考えられる。福島県では、震災以降、子

どもの運動機会が減少したことを踏まえ、子どもの遊び

場の整備が推進された。スマイルキッズパーク（愛称：

プリンス・ウィリアムズ・パーク）（本宮市）では、屋外

遊び場となる公園と屋内遊び場（公園区域外）を一体的

に整備するとともに、プレイリーダーを育成して利用促

進に取り組んでいる。 

写真－４ スマイルキッズパークの屋内外の遊び場 

（福島県本宮市、出典：復興庁HP） 

２）地域コミュニティ形成の場 

「地域コミュニティ形成の場」を目的とする公園は最

も数が多いが、復興交付金の都市再生区画整理事業や防
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災集団移転促進事業により多く整備されている。（２）と

同様、居住区域内で整備された街区公園等が新しい地域

コミュニティ形成に貢献していると考えられる。 

３）観光・地域振興の場 

「観光・地域振興の場」となる公園は、復興交付金の

都市公園事業、都市再生区画整理事業、効果促進事業で

多く整備された。津波防災や新市街地における地域コミ

ュニティ形成等の目的だけでなく、復興まちづくりの核

となる観光交流や地域振興に資する施設整備が行われた。

鵜住居運動公園（釜石市）では、津波により被災した中

学校跡地において、「ラグビーのまち」の復興のシンボル

となるスタジアムが整備され、2019年ラグビーワールド

カップの会場の一つとして使用された。 

写真－５ 鵜住居運動公園の釜石鵜住居復興スタジアム 

（岩手県釜石市、提供：釜石市） 

５．おわりに 

津波による甚大な被害を踏まえ、復興まちづくりにお

いては、従来の海岸堤防だけでなく、多重防御により総

合的な対策を講じる国の全体方針が打ち出された。それ

を踏まえ、都市公園分野では、技術面について「東日本

大震災からの復興に係る公園緑地整備に関する技術的指

針」等が国土交通省から示され、また財政面については

復興交付金等による支援が行われてきた。 

本調査により、復興まちづくりの一環として整備され

た都市公園は、防災・減災のための４つの機能（多重防

御の一つとしての緑地、避難路・避難地、防災拠点、防

災教育・メモリアル公園）を有する公園、地域の再生・

復興のための地域コミュニティ形成の場、子どもの遊び

場、観光・地域振興の場となる公園など、復興まちづく

りにおける重要インフラとして多様な機能を担っている

ことが明らかになった。公園整備パターンの分類により、

集団移転跡地や新たに整備された市街地等の立地特性に

応じた機能を有する公園整備が行われていることが確認

された。本調査は、復興事業による都市公園整備の全体

像を把握し、包括的な特徴を明らかにすることを目的と

したものであり、個別事例における工夫・配慮事項等の

具体的内容に関する調査については、今後の課題とした

い。 

東日本大震災からの復興事業により整備された多く

の都市公園が、防災・減災や地域の再生・復興の拠点と

して十分に機能を発揮し、その知見が全国の防災・減災

や復興まちづくりの取組に活かされていくことを期待し

たい。 
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水
の
質
と
量

W
ate

r
Qu

ali
ty

an
d

Qu
an

tity

Flo
od

ing
:

slo
wi

ng
 an

d r
ed

uc
ing

水
と
土
地
、

土
壌
の
管
理

W
ate

r m
an

ag
em

en
t

La
nd

 an
d s

oil
 m

an
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em
en

t

Re
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lat
ion
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s
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気
候
変
動
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力
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Ma
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災
害
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防

Di
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r
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e f
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e r
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s
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ne
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y d
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然
資
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の
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s

Ma
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 so
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e o
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ev
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気
候
変
動
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生
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c d
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cti
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y
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nti
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ua
lity
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ff

Sa
fe

増
や
す

Inc
re

as
e

Ha
bit

at
ar

ea
s

Inv
es
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en

t
Em

plo
ym

en
t

To
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ism
Pr

od
uc
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fro

m
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d
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of
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ge

vit
y
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of)

F・
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R
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ity
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s
En
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Re
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on
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eis

ur
e

励
ま
す

En
co

ur
ag

e
Ed

uc
ati

on
W

alk
ing

an
d

cy
cli

ng
Ed

uc
ati

on

１
．
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
に
期
待
し
て
い
る
効
果

表
１
期
待
し
て
い
る
G
Iの
効
果
（
ア
メ
リ
カ
と
E
U
）

表
２

公
共
と
民
間
で
得
ら
れ
る
主
な
効
果

ア
メ
リ
カ
と
E
U
の
計
画
に
お
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
グ
リ
ー

ン
イ
ン
フ
ラ
に
期
待
し
て
い
る
効
果
に
つ
い
て
、表
１
の
よ
う

に
類
似
し
て
い
る
カ
テ
ゴ
リ
毎
に
内
容
の
比
較
を
行
っ
た
。

そ
し
て
、ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
、ロ
ン
ド
ン
、リ
バ

プ
ー
ル
等
の
計
画
で
期
待
し
て
い
る
効
果
に
つ
い
て
公

共
と
民
間
の
観
点
か
ら
分
類
し
、表
２
に
整
理
し
た
。
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Th
e V

alu
e o

f G
re

en
 In

fra
str

uc
tur

e（
ア
メ
リ
カ
）

CN
T(

20
10

)C
en

ter
 fo

r N
eig

hb
or

ho
od

■
ST

OR
MW

AT
ER

 R
UN

OF
F

＝
①

+②
+③

+④
+⑤

tot
al 

ru
no

ff r
ed

uc
tio

n 
(g

al)
①

Gr
ee

n 
ro

of
緑
化
基
盤
の
貯
留
能
力
（

40
～

80
％
）
と
面
積
で
計
算

[an
nu

al 
pr

ec
ipi

tat
ion

 (in
ch

es
) ×

GI
 ar

ea
 (S

F)
 ×
〇

%
 

re
tai

ne
d] 

×
14

4 s
qi

nc
he

s/S
F 

×
0.0

04
33

 g
al/

cu
bic

 in
ch

 =
 

tot
al 

ru
no

ff r
ed

uc
tio

n 
(g

al)
②

Tr
ee

 pl
an

tin
g

中
高
木
（

6.7
ｍ
以
上
）
の
遮
断
能
力
と
本
数
で
計
算

nu
mb

er
 o

f tr
ee

s ×
av

er
ag

e 
an

nu
al 

int
er

ce
pti

on
 p

er
 tr

ee
 

(g
al/

tre
e)

 =
 to

tal
 ru

no
ff r

ed
uc

tio
n 

(g
al)

※
Ra

inf
all

 In
ter

ce
pti

on
Sm

all
 tr

ee
: 2

92
 ga

llo
ns

(C
ra

ba
pp

le 
(2

2 f
tta

ll, 
21

 ft
sp

re
ad

))
Me

diu
m 

tre
e: 

1,1
29

 ga
llo

ns
(R

ed
 O

ak
 (4

0 f
tta

ll, 
27

 ft
sp

re
ad

))
La

rg
e 

tre
e: 

2,1
62

 ga
llo

ns
(H

ac
kb

er
ry 

(4
7 f

tta
ll, 

37
 ft

sp
re

ad
))

③
Bi

or
ete

nti
on

an
d I

nfi
ltra

tio
n

雨
庭
等
の
施
設
面
積
と
集
水
能
力
（

80
％
）
で
計
算

[an
nu

al 
pr

ec
ipi

tat
ion

 (in
ch

es
) ×

(fe
atu

re
 a

re
a 

(S
F)

 +
 

dr
ain

ag
e 

ar
ea

 (S
F)

] ×
〇

%
 of

 ra
inf

all
 ca

ptu
re

d] 
×1

44
 sq

inc
he

s/S
F 

×0
.00

43
3 g

al/
cu

bic
 in

ch
 

= t
ota

l ru
no

ff r
ed

uc
tio

n 
(g

al)
④

Pe
rm

ea
ble

 P
av

em
en

t
舗
装
の
透
水
能
力
（

80
～

10
0％

）
と
面
積
で
計
算

[an
nu

al 
pr

ec
ipi

tat
ion

 (in
ch

es
) ×

GI
 ar

ea
 (S

F)
 ×
〇

%
 

re
tai

ne
d] 

×1
44

 sq
inc

he
s/S

F 
×0

.00
43

3 
ga

l/c
ub

ic 
inc

h =
 

tot
al 

ru
no

ff r
ed

uc
tio

n 
(g

al)
⑤

W
ate

r H
ar

ve
sti

ng
雨
水
貯
留
エ
リ
ア
面
積
と
集
水
能
力
で
計
算

an
nu

al 
ra

inf
all

 (in
ch

es
) ×

ar
ea

 of
 su

rfa
ce

 (S
F)

 ×
14

4 s
q

inc
he

s/S
F 

×0
.00

43
3 g

al/
cu

bic
 in

ch
 ×

0.8
5 c

oll
ec

tio
n 

effi
cie

nc
y =

 w
ate

r a
va

ila
ble

 fo
r h

ar
ve

st 
(g

al)

※
過
去

40
年
分
の
降
水
量
を
平
均
と
し
て
算
出

GI
-V

AL
（
イ
ギ
リ
ス
）

Th
e M

er
se

y F
or

es
t(2

01
0)

■
ST

OR
MW

AT
ER

VO
LU

ME
＝
③

Ru
no

ffv
olu

me
(m

3)
①
か
ら
③
の
開
発
前
後
の
土
地
分
類

(L
an

d 
co

ve
r)と

年
間
降
水
量

(P
re

cip
ita

tio
n)
、
土
壌
分
類

(H
yd

ro
log

ica
l 

so
il t

yp
e)
で
、
雨
水
流
出
量
の
増
減
を
計
算

①
Po

ten
tia

l m
ax

im
um

 w
ate

r r
ete

nti
on

最
大
保
水
能
力

(m
m)
＝

2,5
40

/(土
壌
分
類
別
割
合

×
係
数

×土
壌
分
類
別
係
数

(C
N)

 )―
25

.4
②

Ini
tia

l a
bs

tra
cti

on
 

初
期
損
失
＝

0.2
×①

最
大
保
水
能
力

③
Ru

no
ff v

olu
me

流
出
量

(m
3)
＝

(((
降
水
量

-②
初
期
損
失

)^2
)/(
降
水
量

+(
0.8

×①
最
大
保
水
能
力

)/1
,00

0)
×(
敷
地
面
積

ha
×1

0,0
00

)

※
過
去

30
年
分
の
降
水
量
の
平
均
と
し
て
算
出
す
る
。

※
降
水
量
が
初
期
損
失
よ
り
小
さ
い
場
合
は

0 と
す
る
。

※
流
出
速
度
や
頻
度
等
は
計
算
し
な
い
。

※
土
壌
分
類
毎
の
係
数

(C
N)

 

La
nd

 co
ve

r
Hy

dr
olo

gic
al 

so
il t

yp
e

A
B 

    
   C

  
D

Bu
ild

ing
s

98
98

98
98

Im
pe

rvi
ou

s s
ur

fac
es

98
98

98
98

Tr
ee

s
25

55
70

77
Sh

ru
bs

45
66

77
83

Mo
wn

 gr
as

s
39

61
74

80
Ro

ug
h 

gr
as

s
30

58
71

78
Cu

ltiv
ate

d s
ur

fac
es

67
76

83
86

W
ate

r
0

0
0

0
Ba

re
 so

il o
r g

ra
ve

l s
ur

fac
es

74
83

.5
88

90
A：

low
ru

no
ffp

ote
nti

al（
7.6

2）
B：

mo
de

ra
te

inf
iltr

ati
on

ra
tes
（

3.8
1-

7.6
2）

C：
low

inf
iltr

ati
on

ra
tes
（

1.2
7-

3.8
1）

D：
hig

hr
un

off
po

ten
tia

l（
0-

1.2
7）

単
位

mm
/hr

SM
GM

St
or

mw
ate

rM
an

ag
em

en
t G

uid
an

ce
 M

an
ua

l
Ph

ila
de

lph
ia 

wa
ter

 d
ep

ar
tm

en
t（
ア
メ
リ
カ
）

■
Es

tim
ati

ng
Ru

no
ff

＝
③

Ru
no

ffv
olu

me
(in

)
①

S:
Po

ten
tia

l m
ax

im
um

 w
ate

r r
ete

nti
on

最
大
保
水
能
力

(in
)

＝
1,0

00
 /（

土
壌
分
類
別
係
数

(C
N)
）

-
10

②
Ia

:In
itia

l a
bs

tra
cti

on
 

初
期
損
失

(in
)＝

0.2
×①

最
大
保
水
能
力

(in
)

③
Q:

Ru
no

ff v
olu

me
流
出
量

(in
)=

(降
水
量

-②
初
期
損
失

(Ia
))2 /(

(降
水
量

-②
初

期
損
失

(in
))+

 ①
最
大
保
水
能
力

(in
))

※
上
記
計
算
式
は
、

US
DA

,21
0-

VI
-T

R-
55

, 1
98

6参
照

※
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ur
ve

 N
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be
r V

alu
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(C
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ve

r t
yp

e
Hy

dr
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al 

so
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yp
e

A
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C 

D

law
ns

,
pa

rks
, g

olf
 

co
ur

se
s

Po
or

 <
 50

%
68

79
86

89
Fa

ir 5
0-

75
%

49
69

79
84

Go
od

 >
75

%
39

61
74

80
Br

us
h

Po
or

 
57

73
82

86
Fa

ir 
43

65
76

82
Go

od
 

32
58

72
79

W
oo

d-
gr

as
s 

co
mb

ina
tio

n
Po

or
 

57
73

82
86

Fa
ir 

43
65

76
82

Go
od

 
32

58
72

79
W

oo
ds

Po
or

 
45

66
77

83
Fa

ir 
36

60
73

79
Go

od
 

30
55

70
77

Pa
ve

d
98

98
98

98
Gr

av
el

76
85

89
91

Di
rt 

St
re

ets
 an

d R
oa

ds
72

82
87

89
Gr

ee
n 

Ro
of

86
86

86
86

At
hle

tic
 F

iel
d

68
79

86
89

Po
ro

us
 P

av
em

en
ts

70
70

74
80

Pe
rm

ea
ble

 P
av

er
s

70
70

79
84

Po
ur

-in
-p

lac
e 

Ru
bb

er
70

70
74

80
Po

ro
us

Tu
rf

70
70

79
84

Me
ad

ow
30

58
71

78

２
．
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
の
機
能
評
価
手
法
の
例

（
雨

水
流

出
軽

減
量

）

グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
に
よ
る
効
果
を
よ
り
確
実
に
得
る
た
め

に
、G
Iが
持
つ
各
機
能
を
評
価
す
る
等
、機
能
の
確
保
及
び

向
上
を
図
っ
て
い
る
。特
に
、日
本
を
含
め
て
、世
界
各
国
で

表
３

雨
水
流
出
軽
減
量
計
算
方
法

の
比
較

（
CN
T
, 
T
he
 
Me
r
se

y 
F
or
e
st
,
 P
h
il
a
de

lp
h
ia
 
wa
t
er
 
de
p
ar

tm
e
nt
）

都
市
水
害
軽
減
の
期
待
が
高
い
こ
と
か
ら
、機
能
評

価
の
例
と
し
て
、都
市
水
害
軽
減
効
果
を
評
価
す
る

た
め
の
指
標
の
事
例
を
表
３
の
よ
う
に
比
較
し
た
。
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FF
 V

O
LU

M
E)
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4

３
．
ま
と
め

ア
メ

リ
カ

は
、地

域
社

会
の

カ
テ

ゴ
リ

が
あ

り
、雇

用
創

出
、地

域
健

康
推

進
、資

産
価

値
な

ど
の

観
点

が
含

ま
れ

て
い

る
。他

に
は

、関
連

イ
ン

フ
ラ

規
模

の
縮

小
や

見
直

し
に

よ
る

公
共

・民
間

の
費

用
負

担
軽

減
へ

の
期

待
が

特
徴

的
で

あ
る

。

E
U

は
、農

業
と

林
業

の
カ

テ
ゴ

リ
が

あ
り

、生
物

多
様

性
、土

壌
管

理
な

ど
、農

業
的

な
観

点
が

多
く

含
ま

れ
て

い
る

。特
に

、土
壌

肥
沃

度
（

農
産

物
の

品
質

と
収

率
を

一
定

以
上

の
水

準
で

持
続

）
、受

粉
、防

除
な

ど
、持

続
的

な
農

環
境

確
保

が
特

徴
的

で
あ

る
。

公
共

で
は

、既
存

イ
ン

フ
ラ

の
設

置
及

び
維

持
管

理
費

用
軽

減
、経

済
成

長
、観

光
な

ど
へ

の
期

待
が

、

民
間

で
は

、労
働

生
産

性
の

向
上

、高
度

人
材

の
雇

用
向

上
及

び
勤

続
、屋

上
の

長
寿

命
化

、容
積

率
緩

和
な

ど
へ

の
期

待
が

特
徴

的
で

あ
っ

た
。

他
に

は
、入

院
を

減
ら

す
こ

と
や

精
神

面
を

含
め

た
健

康
増

進
が

特
徴

的
で

あ
る

。
計

画
に

使
わ

れ
て

い
る

キ
ー

ワ
ー

ド
は

、減
ら

す
、避

け
る

、向
上

、増
や

す
な

ど
が

最
も

多
か

っ
た

が
、G

I
や

健
康

的
社

会
の

実
現

を
促

す
た

め
、運

動
し

な
い

人
を

運
動

で
き

る
よ

う
に

励
ま

す
な

ど
の

内
容

も
あ

る
。

各
事

例
は

、雨
水

流
出

量
の

軽
減

量
を

評
価

す
る

た
め

に
、保

水
量

、透
水

量
、貯

留
量

な
ど

を
算

出
し

て
い

る
。

C
N

T
は

、屋
上

緑
化

、高
木

、雨
庭

な
ど

の
計

画
面

積
か

ら
軽

減
で

き
る

雨
水

流
出

量
を

算
定

す
る

。

G
I-

V
A

L
は

、地
上

面
と

土
壌

の
種

類
に

よ
っ

て
係

数
を

設
定

し
、各

要
素

の
面

積
と

３
０

年
間

の
降

水
デ

ー
タ

を
用

い
て

、計
画

の
前

後
の

流
出

量
を

比
較

す
る

。

S
M

G
M

は
、G

I-
V

A
L

に
類

似
し

た
算

定
方

法
で

あ
る

が
、生

育
状

況
（

P
o
o
r,

 F
a

ir
, 

G
o
o
d

）
や

舗
装

面
な

ど
を

詳
細

に
分

類
し

て
、流

出
量

の
増

減
を

算
出

す
る

。

G
I-

V
A

L
と

S
M

G
M

は
、ア

メ
リ

カ
農

務
省

の
技

術
マ

ニ
ュ

ア
ル

で
あ

る
N

E
H

-4
の

土
壌

分
類

係
数

を
使

用
し

て
お

り
、こ

れ
は

、1
9

5
4

年
頃

か
ら

樹
林

や
農

地
を

対
象

に
し

て
研

究
し

た
内

容
を

ベ
ー

ス
に

し
た

も
の

で
あ

る
。

３
つ

の
事

例
は

、上
空

か
ら

見
た

緑
地

の
面

積
と

判
定

で
き

る
地

上
面

の
違

い
で

評
価

し
て

い
る

が
、樹

木
の

葉
張

り
下

や
地

下
構

造
及

び
人

工
物

に
よ

る
影

響
は

、評
価

対
象

と
な

っ
て

い
な

い
。

１
．
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
に
期
待
し
て
い
る
効
果

２
．
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
の
機
能
評
価
手
法

一
方

、植
栽

の
生

育
状

況
の

評
価

や
屋

上
緑

化
、貯

留
施

設
も

評
価

す
る

な
ど

、評
価

対
象

の
違

い
も

見
ら

れ
た

。

（
雨
水
流
出
軽
減
量
）
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5

雇
用

創
出

・地
域

貢
献

g
re

e
n
ci

ty
fo

rc
e
.o

rg
土

壌
の

品
質

管
理

・継
続

e
c.

e
u
ro

p
a

.e
u

４
．
こ
れ
か
ら
の

G
I評

価

G
Iに

期
待

し
て

い
る

内
容

は
、そ

れ
ぞ

れ
の

機
能

が
ど

れ
だ

け
働

く
か

に
よ

っ
て

変
わ

る
。機

能
評

価
は

、現
況

を
把

握
し

、維
持

・向
上

さ
せ

る
こ

と
で

、よ
り

多
く

の
効

果
を

得
る

た
め

の
も

の
で

あ
り

、前
項

で
整

理
し

た
よ

う
に

、
様

々
な

期
待

と
評

価
方

法
が

あ
る

。例
え

ば
、定

量
的

な
評

価
で

、性
能

の
度

合
い

を
可 可

視視
化化

す
る

方
法

や
左

図
の

よ
う

に
、機

能
の

有
無

を
図図

化化
す

る
方

法
な

ど
が

あ
る

。
し

か
し

、健
康

な
ど

、一
般

化
が

難
し

い
も

の
も

あ
り

、評
価

す
る

対
象

や
範

囲
の

設
定

な
ど

、そ
れ

ぞ
れ

の
地地

域域
にに

ああ
っっ

たた
指指

標標
の

開
発

が
求

め
ら

れ
る

。

ゴ
ー
ル

イ
メ

ー
ジ

の
共

有
前

項
で

整
理

し
た

よ
う

に
、G

I関
連

計
画

の
ゴ

ー
ル

イ
メ

ー
ジ

は
、気

候
や

環
境

な
ど

共
通

的
な

も
の

が
多

い
が

、都
市

農
業

や
雇

用
な

ど
、地地

域域
課課

題題
やや

ニニ
ーー

ズズ
に

合
わ

せ
た

特
徴

的
な

も
の

も
あ

る
。

こ
の

よ
う

な
「「

色色
」」

のの
ああ

るる
ゴゴ

ーー
ルル

イイ
メメ

ーー
ジジ

は
、自

治
体

の
特

徴
づ

け
や

市
民

が
共

感
し

や
す

い
も

の
で

あ
る

た
め

G
Iの

普
及

・啓
発

に
効

果
的

で
あ

る
。

さ
ら

に
、民

間
が

で
き

る
こ

と
（

役
割

）
や

得
ら

れ
る

効効
果果

をを
明明

確確
に

す
る

こ
と

で
、よ

り
民

間
の

参
入

を
促

す
こ

と
が

で
き

る
。

機
能
評
価

の
考

え
方

緑
地
の
「
担
保
」
か
ら
「
機
能
担
保
」
の
時
代
へ
!

Ch
al

le
ng

es
 o

f R
at

in
g 

G
I

そ
し

て
、G

Iは
、イ

ン
フ

ラ
と

し
て

、そ
の

性性
能能

のの
維維

持持
や

担担
保保

が
求

め
ら

れ
る

た
め

、上
記

の
考

え
方

を
踏

ま
え

、中 中
長長

期期
的的

な
視

点
も

含
め

た
評

価
指

標
の

開
発

が
必

要
で

あ
る

。

G
Iの

多
機

能
評

価
と

図
示

の
例

（
青

く
な

る
ほ

ど
機

能
が

多
い

）
G
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R
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R
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